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之

有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

(Jacobi, 
D
i
e
 
W
 
ertpapiere, 1
9
1
7

に
お
け
る
）



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

か
ら
す
れ
ば
、
両
者
の
結
合
の
程
度
は
、

有
価
証
券

(
W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
)

の
何
た
る
か
に
つ
い
て
は
、
「
有
価
証
券
と
は
、
私
権
に
関
す
る
証
券
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
が
証
券
の

(
1
)
 

所
持
に
よ
っ
て
私
法
上
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る

B
r
u
n
n
e
r

の
定
義
を
多
少
の
「
修
正
」
を
加
え
て
採
用
す
る
見

(
3
)
 

解
が
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
修
正
」
の
幅
、
程
度
に
つ
い
て
は
、
相
当
激
し
い
見
解
の
対
立
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
そ

の
点
を
暫
く
お
く
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
有
価
証
券
の
定
義
に
は
、

が
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ま
だ
必
ず
し
も
解
決
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
大
き
な
問
題

こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
有
価
証
券
の
特
徴
で
あ
る
権
利
と
証
券
の
結
び
つ
き
を
外
面

的
に
捉
え
て
説
明
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
必
ず
し
も
、
有
価
証
券
に
お
け
る
、
そ
の
よ
う
な
権
利
と
証
券
の
結
合
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す

(

4

)

 

る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
体
い
か
な
る
点
に
求
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

い
か
な
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
有
価
証
券
法
学
の
出
発
点
を
な
す
べ
き
、
こ
の
「
有
価
証
券
概
念
」
の
問
題
は
、

二
0
七

そ
れ
が
、

（
八
七
九
）

そ
の
結
合
の
根
拠

「
権
利
と
証
券
の
結
合
」
の

い
わ
ゆ
る
「
所
有
権
説

(
E
i
g
e
n
t
u
m
s
theorie)
」
の
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
と

問
題
で
あ
る
以
上
、
同
時
に
、

(
6
)
 

考
え
ら
れ
る
。
所
有
権
説
は
、
有
価
証
券
に
お
け
る
証
券
と
権
利
の
結
合
を
前
提
と
し
て
、
証
券
に
関
す
る
法
律
関
係
が
、
権
利
自
体
の

(
7
)
 

法
律
関
係
に
一
定
の
作
用
を
与
え
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
有
価
証
券
法
に
お
い
て
、
権
利
と
証
券
の
結
合
が
問
題
と
さ
れ

る
重
要
な
一
場
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、

い
わ
ゆ
る
所
有
権
説
と
は
、
一
体
何
な
の
か
。
ま
た
、
所
有
権
説
は
、
い
わ
ゆ
る
「
有
価
証
券
概
念
」
と
い
か
な
る
関
係
に

有
価
証
券
に
お
け
る
権
利
と
証
券
の
結
合
の
根
拠
は
、



立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
有
価
証
券
に
お
け
る
権
利
と
証
券
の
結
合
の
根
拠
は
、
同
時
に
所
有
権
説
の
根
拠
で
も
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

で
あ
り
、

「
有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て
」
の
素
朴
な
疑
問
に
出
る
も
の

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
検
討
す
る
手
始
め
と
し
て
、
そ
の
著

D
i
e
W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
,
 

19ii
に
お
け
る

E
r
n
s
t
J
a
c
o
b
i
 

の
有
価
証
券
概
念
（
二
）
と
所
有
権
説
（
三
）
に
つ
い
て
の
見
解
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

J
a
c
o
b
i

を
採
り
あ
げ

右
の
問
題
と
の

(
9
)

（

10) 

「
最
新
」
の
も
の
た
る
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。

(
1
)
B
r
u
n
n
e
r
,
 D
i
e
 W
 erthpapiere, 
in 
・
E
n
d
e
m
a
n
n
s
 H
a
n
d
b
u
c
h
,
 B
d
.
 2
 
(
1
8
8
2
)
 
S
.
 1
4
7
.
 

(
2
)

例
え
ば
、
岩
本
慧
「
商
法
皿
〔
手
形
法
小
切
手
法
〕
」
（
法
律
文
化
社
昭
和
四
一
年
）
四
頁
、
大
隅
健
一
郎
「
改
訂
手
形
法
小
切
手
法
講

義
」
（
有
斐
閣
昭
和
三
七
年
）
一
七
頁
以
下
、
鈴
木
竹
雄
「
手
形
法
・
小
切
手
法
」
（
有
斐
閣
昭
和
三
二
年
）
二
頁
、
二
五
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
わ
が
国
で
、
有
価
証
券
と
は
、
「
権
利
の
発
生
・
・
・
に
証
券
が
必
要
な
も
の
」
と
さ
れ
る
こ
と
の
是
非
・
評
価
に
つ
き
、
例
え
ば
、
鈴
木
竹

雄
「
記
名
株
券
の
特
異
性
」
『
竹
田
先
生
古
稀
記
念
商
法
の
諸
問
題
』
（
有
斐
閣
昭
和
二
七
年
）
一
六
一
頁
以
下
所
収
、
一
六
四
頁
註
一
参
照
。

(
3
)

有
価
証
券
概
念
の
問
題
を
、

B
r
u
n
n
e
r

の
定
義
と
そ
れ
に
対
す
る
修
正
運
動
と
い
う
視
点
か
ら
詳
細
に
論
究
す
る
も
の
と
し
て
、
西
原
寛
一

「
有
価
証
券
の
概
念
と
証
券
の
流
通
性
」
法
学
雑
誌
四
巻
三
•
四
号
二
六
二
頁
が
あ
る
。
ま
た
、
西
原
寛
一
「
商
行
為
法
」
（
有
斐
閣
昭
和
三

五
年
）
＿

o-
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
本
間
喜
一
「
有
価
証
券
の
概
念
に
就
て
」
『
青
山
還
暦
記
念
商
法
及
保
険
の
研
究
』
（
保
険
評
論
社
昭

和
六
年
）
六
一
頁
以
下
所
収
、
石
井
照
久
「
有
価
証
券
理
論
の
反
省
」
『
商
法
に
お
け
る
基
本
問
題
』
（
勁
草
書
房
昭
和
三
五
年
）
八
九
頁
以

下
所
収
、
上
柳
克
郎
「
有
価
証
券
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
五
八
年
一
月
号
二
六
頁
参
照
。
ま
た
、

B
r
u
n
n
e
r
の
定
義
に
い
う
「
所
持
」
の
意
味

に
つ
い
て
も
問
題
の
あ
る
こ
と
に
つ
き
、

Nollner,
D
i
e
 
Zuriickdrli.ngung 
d
e
s
 
V
e
r
k
o
r
p
e
r
u
n
g
s
e
l
e
m
e
n
t
s
 bei 
d
e
n
 
W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
n
,
 

Festschrift 
fiir 
L
u
d
w
i
g
 R
a
i
s
e
r
 (
1
9
7
4
)
 
S
.
 2
4
9
,
 
S
.
 2
6
9
f
f
.
 
~
昭
唸

(
4
)

鈴
木
、
前
掲
書
七
頁
、
二
五
頁
、
小
橋
一
郎
「
手
形
行
為
論
」
（
有
信
堂
昭
和
三
九
年
）
ニ
ニ
ー
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、

B
r
w
m
e
r
自
身

は
、
「
有
価
証
券
概
念
は
、
権
利
の
譲
渡
ま
た
は
行
使
に
あ
た
っ
て
証
券
の
果
た
す
機
能
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
」
と
し
て
、
一
応
の
考
察
を
加

関
連
に
お
い
て
も
、
そ
の
他
の
点
で
も
、
全
体
と
し
て
は
、

た
の
は
、
そ
の
日
・
独
手
形
法
学
に
対
す
る
影
響
力
の
大
き
い
こ
と
、

及
び
、
依
然
現
在
で
も
、

J
a
c
o
b
i

の
理
論
が
、

と
ま
れ
、
本
稿
は
、
右
に
掲
げ
た
よ
う
な
、

い
わ
ば
、

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

二
0
八
（
八
八

0
)



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

二
0
九

（
八
八
一
）

え
て
い
る
。

V
gl. 
B
r
u
n
n
e
r
,
 a. 
a.O. S
.
 1
4
4
f
f
.
,
 
S
.
 
1
4
7
.
 

(
5
)
U
l
m
e
r
,
 D
a
s
 R
e
c
h
t
 d
e
r
 W
 e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
 
(
1
9
3
8
)
 
S
.
 1
9
.
 

(
6
)

あ
る
種
の
見
解
で
は
、
「
有
価
証
券
概
念
」
の
問
題
は
、
す
な
わ
ち
「
所
有
権
説
」
の
問
題
に
外
な
ら
な
い
。

「
証
券
に
表
象
さ
れ
た
権
利
は
、
証
券
に
よ
っ
て
、
人
か
ら
人
へ
と
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
「
有
価
証
券
に
と
っ
て
決
定
的
な
こ
と
は
、

そ
れ
が
、
資
格
手
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
何
よ
り
も
先
ず
、
有
価
証
券
は
、
表
象
さ
れ
た
権
利
の
担
い
手
な
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
こ
の
権
利
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

(
R
e
c
h
t
s
t
r
a
g
e
r
s
c
h
a
f
t
)

に
、
ウ
エ
イ
ト
を
お
い
て
、
有
価
証
券
と
は
、
財
産
権
に
関

す
る
証
書
で
あ
っ
て
表
象
さ
れ
た
権
利
の
処
分
が
証
券
の
処
分
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
「
権
利
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ヽ
'
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
'
ヽ

帰
属
が
『
証
券
の
所
有
権
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
』
い
る
の
で
あ
る
。
」

(
U
l
m
e
r
,
a. 
a. 
0. S
.
 2
0
£
.
,
 
S
.
 
72) 

(
7
)

一
般
に
、
所
有
権
説
と
は
、
「
証
券
の
表
象
す
る
権
利
の
帰
属
を
証
券
の
所
有
権
と
結
び
つ
け
て
」
考
え
る
所
説
で
あ
る
。

V
gl. 
U
l
m
e
r
,
 a. 

a. 
0. S
.
 7
2
£
.

そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
人
に
よ
り
区
々
で
は
あ
る
が
、
最
低
限
、
右
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。

J
a
c
o
b
i
も
同
様
で
あ
る
（
本
稿
三

参
照
）
。

(
8
)
J
a
c
o
b
i
,
 D
i
e、W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
,
in 
E
h
r
e
n
b
e
r
g
s
 
H
a
n
d
b
u
c
h
,
 B
d
.
 4
,
 
I
 
(
1
9
1
7
)
.

な
お
、
本
稿
の
以
下
の
引
用
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て

頁
数
の
み
を
掲
げ
る
。

(
9
)
「
ド
イ
ツ
の
手
形
学
説
は
、
過
去
数
十
年
間
い
わ
ば
一
種
の
静
止
状
態
に
あ
り
、

J
a
c
o
b
i
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
契
約
・
権
利
外
観
説

(
V
e
r
,

t
r
a
g
,
u
n
d
 R
e
c
h
t
s
s
c
h
e
i
n
t
h
e
o
r
i
e
)
が
、
依
然
、
支
配
的
で
あ
る
。
」

(
U
l
m
e
r
,
D
e
r
 E
i
n
w
e
n
d
u
n
g
s
a
u
s
s
c
h
l
u
B
 i
m
 einheitlichen ~
 ech
,
 

selgesetz, 
Festschrift 
fiir 
L
u
d
w
i
g
 R
a
i
s
e
r
 (
1
9
7
4
)
 
S
.
 2
2
5
,
 
S
.
 
2
3
3
)
.
 

J
a
c
o
b
i

の
「
右
E

加
皿
罪
呼
券
臨
序
念
」
に
つ
い
て
の
研
品
九
の
影
螂
r
を辛ス

け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
鈴
木
、
前
掲
書
一
頁
以
下
、
を
挙
げ
う
る
。
（
特
に
、
同
書
―
―
頁
註
二
参
照
。
）
ま
た
、

J
a
c
o
b
i

の
「
所
有
権
説
」
に
従
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
例
え
ば
、
大
隅
健
一
郎
「
手
形
の
隠
れ
た
る
取
立
委
任
裏
書
（
一
）
」
法
学
論
叢

二
五
巻
五
号
四
四
頁
、
六
九
頁
以
下
及
び
六
七
頁
註
九
で
あ
り
、
従
う
旨
を
明
言
す
る
の
は
田
辺
、
後
出
本
稿
三
、
一
、
註
一
で
あ
る
。

(
1
0
)
J
a
c
o
b
i

の
有
価
証
券
概
念
、
所
有
権
説
に
つ
い
て
は
、
既
に
詳
し
い
紹
介
や
研
究
が
あ
る
。
本
稿
二
、
一
、
註
一
及
び
三
、
一
、
註
一
参
照
。



3
 い
わ
ゆ
る
有
価
証
券
と
そ
の
概
念
の
不
明
晰
さ

（
そ
し
て
、
更
に
、
）
証
券

(
P
a
p
i
e
r
e
)

は
、
表
象
さ
れ
て
い
る
権
利
の
行
使
に
、
そ
の

(
I
n
h
a
b
e
r
p
a
p
i
e
r
e
)
 

で
あ
り
、

(
O
r
d
e
r
p
a
p
i
e
r
e
)
、

第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

、
、
、

有
価
証
券
と
い
う
こ
と
ば
を
定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
、

J
a
c
o
b
i

の
採
っ
た
方
法
は
、

第
一
段
に
お
い
て
は
、
各
法
文
に
現
わ
れ
た
「
有
価
証
券
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
共
通
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
抽
出
し
、

使
っ
て
「
暫
定
的
定
義
」
を
立
て
る
の
で
あ
る
。

J
a
c
o
b
i

に
よ
れ
ば
、

ず
〕
そ
の
内
容
に
従
っ
て
、

っ
て
分
類
さ
れ
る
。

(
4
)
 

権
利
を
表
象
す
る
証
書

(die
d
i
e
 
R
e
c
h
t
e
 
v
e
r
b
r
i
e
f
e
n
d
e
n
 U
r
k
u
n
d
e
n
)
 

と
り
わ
け
表
象
さ
れ
て
い
る
権
利
の
内
容
に
従
っ
て
、
分
類
さ
れ
る
。

性
質
は
、
有
価
証
券
概
念
と
の
関
係
で
は
重
要
で
は
な
い
。
〔
他
方
、
〕
形
式
の
点
か
ら
は
、
証
書
は
、
そ
の
権
利
者
の
指
定
の
方
法
に
従

(
5
)
 

記
名
証
券

(
R
e
k
t
a
,
0
d
.

s
c
h
l
i
c
h
t
e
 N
a
m
e
n
s
p
a
p
i
e
r
e
)
、
指
図
証
券

で
あ
る
。
更
に
、

そ
の
証
書
自
体
の
有
す
る
法
的
意
味
に
拠
っ
て
も
分
類
さ
れ
る
。
単
に
証
拠
と
し
て
の
役
割
を

有
す
る
に
止
ま
る
も
の
は
、
単
な
る
証
拠
証
券

(
s
c
h
l
i
c
h
t
e
B
e
w
e
i
s
u
r
k
u
n
d
e
n
)
 

m
a
t
e
r
i
e
l
l
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 W
e
r
t
)
'
!
1
d
~
-
\
,
,
-
-

る
も
の
と
し
て
は
、
設
権
証
券
な
い
し
処
分
証
券

(
k
o
n
s
t
i
t
u
t
i
v
e

od. 
dispositive U
r
k
u
n
,
 

(
5
)
 

d
e
n
)
、
引
渡
証
券

(
T
r
a
d
i
t
i
o
n
s
p
a
p
'
i
e
r
e
)
、
及
び
公
信
力
あ
る
証
券
な
い
し
文
言
証
券

(
P
a
p
i
e
r
e
offentlichen G
l
a
u
b
e
n
s
,
 skr, 

i
p
t
u
r
s
c
h
r
i
f
t
g
e
m
a
B
e
 P
a
p
i
e
r
e
)
が
あ
る
。

(
3
)
 

け
私
権
を
表
象
す
る
証
券
の
分
類

(
2
)
 

暫
定
的
定
義

関
法

そ
し
て
、

そ
れ
を

し
か
し
、
表
象
さ
れ
て
い
る
権
利
の

及
び
無
記
名
証
券

こ
れ
に
対
し
て
実
体
法
上
の
価
値

(
d
e
r

占
有
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
実
体
法
上
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。

(
S
.

1
2
5
-
S
.
 
1
2
6
)
 

権
利
の
行
使
に
証
券
の
占
有
が
必
要
と
さ
れ
る
一
定
の
証
書
は
、
す
で
に
長

ま、t
 
〔先

で
あ
り
、
し
か
も
、
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

そ
う
し
た
方
法
に
よ
る
定
義
は
、
可
能
か
つ
意
味
の
あ
る
も
の

（
八
八
二
）(

1
)
 

二
段
階
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
。
先
ず
、

二―

O

そ
の



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(S. 
1
2
7
-
S
.
 
1
3
0
)
 

縛
に
調
べ
る
た
め
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

(s. 
1
2
7
)
 

共
通
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

ま
た
更
に
、

（
八
八
一
―
―
)

も
入
る
が
、

し
か
し
、

J

の
場

ま
た
、
な
る
ほ
ど
§

7
0
2
 
B
G
B
,
 
§§ 

4
2
9
,
 

一
般
に
、
有
価
証
券

(
W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
)

こ
の
用
語
は
、
決
し
て
確
固
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
新
法
に
よ
っ
て
も
、

法
文
に
お
け
る
共
通
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
る
定
義
の
可
能
性
と
必
要
性

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、

そ
う
な
っ
た
訳
で
は
な
い
。
新
法
は
、
有
価
証
券
の
定
義

有
価
証
券
の
概
念
に
つ
い
て
の
法
律
上
の
規
定
が

い
か
な
る
証
券
が
有
価
証
券
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
を
、
個
々
の
規
定
の
根
拠
及
び
目
的

か
ら
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
有
価
証
券
に
関
す
る
個
々
の
規
定
を
調
べ
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
有
価
証

券
に
つ
い
て
の
共
通
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
発
見
で
き
る
と
す
れ
ば
、

査
の
対
象
と
さ
れ
た
法
律
の
規
定
に
お
け
る
有
価
証
券
は
、
恐
ら
く
、
そ
の
共
通
の
特
殊
現
象
の
根
拠
、
目
的
及
び
効
果
に
つ
い
て
、
更

た
と
い
、
当
該
の
法
律
の
規
定
の
根
拠
や
目
的
か
ら
は
、

は
っ

き
り
し
な
い
と
し
て
も
、
同
じ
名
称
を
用
い
て
い
れ
ば
、
法
律
は
、
同
種
の
証
券
を
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
の
高
度
の
蓋
然
性
が
生
ず

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
法
律
は
、
有
価
証
券
に
つ
い
て
規
定
す
る
と
き
に
は
、
常
に
、
そ
の
証
券
に
表
象
さ
れ

た
権
利
の
行
使
に
証
券
の
占
有
を
必
要
と
す
る
証
券
を
考
え
て
い
る
。

(
6
)
 

例
え
ば
、
§

2
3
4
 B
G
B
、§

1
N
i
f
f
e
r
 
1
 H
G
B
,
 §
 2
6
1
 H
G
B
な
ど
皆
そ
う
で
あ
る
。

4
6
2
 H
G
B

の
有
価
証
券
に
は
、
貴
重
品
た
る
証
拠
証
券

(
w
e
r
t
v
o
l
l
e
b
l
o
B
e
 
B
e
w
e
i
s
u
r
k
u
n
d
e
n
)
 

合
に
も
統
―
的
な
有
価
証
券
概
念
が
基
礎
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

な
い
以
上
、
残
さ
れ
た
方
法
は
、

伺
は
、
す
べ
て
差
し
控
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

(s.
1
2
7
)
 

い
間
、
と
り
わ
け
普
通
独
逸
商
法
典

(
A
D
H
G
B
)
以
来
、

(s. 
1
2
7
)
 

た
だ
、
右
の
規
定
の
場
合
に
は
、
類
推
に
よ
っ
て
証
拠
証
券
に
も
拡
張

（
そ
れ
は
実
際
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
）

そ
の
場
合
に
は
、

右
の
調



る。
（六）

2
 B
G
B
)
 (
S
.
 
1
3
0
)
 

す
べ
て
の
権
利
行
使
に
つ
き
占
有
を
要
求
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
個
々
の
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
異
な
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
も
で
き
る
。

の
規
定
は
、
記
名
証
券
に
も
当
然
あ
て
は
ま
る
か
ら
で
あ
り

(
V
g
l
.

§§ 

1
1
6
0
,
 
1
1
6
2
 B
G
B
)
、

暫
定
的
定
義
の
正
当
性

こ
と
に
な
る
。

こ
の
定
義
は
、

(
S
.
 
1
3
2
-
S
.
 
1
3
3
)
 

と
い
う
考
察
〔
こ
そ
〕
が
、

は
じ
め
て
、

(s. 
1
3
0
)
 

特
定
の
場
合
に
は
、

し
か
し
、

そ
れ
を
度
外
視

そ
の
場
合
で
も
、
有

価
証
券
概
念
は
、
単
な
る
債
務
証
書

(
d
e
r
b
l
o
B
e
 S
c
h
u
l
d
s
c
h
e
i
n
)

を
包
摂
す
る
ほ
ど
拡
大
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

(
V
g
l
.

§
 37
1
 S
.
 

ま
た
、
法
律
は
、
具
体
的
な
規
定
に
お
い
て
は
、
そ
の
規
定
の
目
的
に
と
っ
て
必
要
な
範
囲
の
有
価
証
券
に
つ
い
て
規
定
す
る
に
止
ま

(
7
)
 

る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
右
の
定
義
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
S
.
1
3
0
-
S
.
 
1
3
2
)
 

次
に
、
記
名
証
券
も
有
価
証
券
に
入
る
。
証
券
の
占
有
が
権
利
の
行
使
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
前
提
に
し
て
い
る
す
べ
て

ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
§
8
2
1
 Z
P
O
,
 §§ 

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
こ
こ
で
次
の
こ
と
を
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
〔
有
価
証
券
〕
制
度
の
経
済
的
目
的
に
基
づ
い
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
単
に
外
面
的
な
メ
ル
ク
マ
ー

ル
に
の
み
甚
づ
い
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

な
く
て
、
何
よ
り
も
、

そ
れ
は
、
あ
る
概
念
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
構
成
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は

わ
が
ド
イ
ツ
帝
国
の
法
律
が
従
っ
て
い
る
言
語
の
慣
用
に
従
っ
て
確
定
し
よ
う
と
の
考
え
に
拠
っ
た
も
の
で
は
あ

〔
な
る
ほ
ど
、
〕
な
ぜ
、
権
利
行
使
に
は
証
券
の
占
有
が
必
要
な
の
か
、

右
の
次
第
で
あ
る
か
ら
、

J

こ
で
は
、

経
済
的
な
目
的

B
r
u
n
n
e
r
 
の
有
価
証
券
の
定
義
を
さ
し
あ
た
り
採
用
す
る

1
8
1
8
,
 
1
8
1
9
 B
G
B

な
ど
に
鑑
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

〔
も
っ
と
も
、
〕
法
律
は
、

伺

従

っ

て

、

以

上

に

よ

れ

ば

、

有

価

証

券

と

は

、

右

の

よ

う

な

、

権

利

を

表

象

す

る
証
券
で
あ
っ
て
、
そ
の
占
有
が
、
権
利
の
行
使
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

共
通
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
る
暫
定
的
定
義

関
法
第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

（
八
八
四
）



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

及
び
そ
の
達
成
の
た
め
の
手
段
の
認
識
へ
と
導
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
八
八
五
）

し
か
し
、
最
初
か
ら
認
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

ら
す
べ
て
の
証
券
に
つ
い
て
の
法
律
は
、
そ
の
よ
う
な
目
的
を
追
求
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
権

利
行
使
に
あ
た
っ
て
証
券
の
占
有
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
要
件
は
、
不
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
法
律
が
広
義
に

お
い
て
有
価
証
券
と
呼
ん
で
い
る
す
べ
て
の
証
券
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
、
そ
の
占
有
が
権
利
の
行
使
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
共
通
の
考
察
〔
を
加
え
る
こ
と
〕
は
、
当
を
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
S
.
1
3
4
-
S
.
 
1
3
5
)
 

(
1
)
J
a
c
o
b
i
の
有
価
証
券
概
念
の
定
立
を
跡
づ
け
た
研
究
と
し
て
は
、
す
で
に
、
小
橋
一
郎
「
ヤ
コ
ビ
の
有
価
証
券
概
念
」
『
竹
田
先
生
古
稀
記
念

商
法
の
諸
問
題
』
・
（
有
斐
閣
昭
和
二
七
年
）
三
九
三
頁
以
下
所
収
が
あ
り
、
本
稿
は
、
そ
れ
に
何
も
附
け
加
え
る
も
の
で
は
な
い
。
敢
え
て
、

本
稿
を
著
わ
す
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
独
自
の
問
題
意
識
と
の
関
係
に
お
い
て
J
a
c
o
b
i
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

(
2
)

こ
の
項
は
、
J
a
c
o
b
i
,
D
i
e
 W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
 (
1
9
1
7
)
の
§

2
0
「
共
通
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
基
づ
く
暫
定
的
定
義
(
V
:
o
r
l
i
i
品
g
e
Begrfffsbe-

s
t
i
m
m
u
n
g
 auf G
r
u
n
d
 eines 
G
e
m
e
i
n
s
a
m
e
n
 M
e
r
k
m
a
l
s
)
」
の
紹
介
で
あ
る
。

(
3
)

こ
の
よ
う
な
見
出
し
は
、
J
a
c
o
b
i
に
は
な
い
。
便
宜
上
、
本
稿
の
筆
者
が
附
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
4
)

各
種
の
「
証
書
」
の
法
的
評
価
に
つ
い
て
は
、
本
間
、
前
出
、
九
六
頁
以
下
参
照
。

(
5
)

「
文
言
証
券
に
は
、
無
記
名
証
券
の
外
、
法
律
に
よ
っ
て
特
に
そ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
証
券
的
指
図
証
券
(
d
i
e
technischen 

O
r
d
e
r
p
a
p
i
e
r
e
)
が
、
こ
れ
に
属
す
る
。
」

(s.
1
2
6
£
.
)
ち
な
み
に
、
J
a
c
o
b
i
は
、
指
図
証
券
の
う
ち
、
証
券
的
指
図
証
券
に
入
ら
な
い
も
の
を
単

純
指
図
証
券
(
d
i
e
einfachen O
r
d
e
r
p
a
p
i
e
r
e
)
と
称
す
る
。
証
券
的
指
図
証
券
と
さ
れ
る
の
は
、
手
形
、
小
切
手
及
び
§

363 H
G
B
所
定
の

証
券
な
ど
で
あ
り
(
V
g
l
.
S. 
1
5
4
)
、
単
純
指
図
証
券
と
は
、
期
限
後
裏
書
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
る
手
形
、
小
切
手
の
類
で
あ
る
。
(
V
g
l
.
S. ~76) 

(
6
)

こ
こ
に
掲
げ
た
の
は
、
J
a
c
o
b
i
の
挙
げ
る
当
時
の
実
定
法
規
定
の
一
．
部
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、
わ
が
国
の
実
定
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
有
価
証

券
な
る
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
鈴
木
、
前
掲
書
一
頁
以
下
、
西
原
、
前
出
二
六
三
頁
以
下
参
照
。

(
7
)

有
価
証
券
に
つ
い
て
の
各
規
定
で
は
、
あ
る
い
は
、
代
替
性
(
§

783 
B
G
B
,
 §
 363 H
G
B
)
、
市
場
性
(
V
e
r
k
i
i
u
i
l
i
c
h
k
e
i
t
,
§
 8
2
1
N
P
O
)
 

が
、
あ
る
い
は
、
債
務
者
の
支
払
能
力
(
§

1
8
0
7
N
.
 4
 B
G
B
)
が
、
そ
し
て
、
あ
る
い
は
、
商
取
引
に
適
す
る
か
ど
う
か
(
§
1
N
氏
.
1
 HG
B
)
 

三

こ
れ



⇔
 

こ
う
し
て
得
ら
れ
た
暫
定
的
定
義
の
根
拠
を
探
求
し
て
、
決
定
的
定
義
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
の
が
、

J
a
c
o
b
i
が
、
有
価
証
券
の
定
義
に

あ
た
っ
て
採
っ
た
方
法
の
第
二
段
階
で
あ
る
。

J
a
c
o
b
i
に
よ
れ
ば
、
右
に
暫
定
的
定
義
と
し
て
得
た
と
こ
ろ
の
根
拠
は
、
有
価
証
券
の
占

有
が
、
当
事
者
に
と
っ
て
有
用
、
有
益
な
も
の
た
る
点
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

J
a
c
o
b
i
は
、
こ
の
有
用
性
の
い
わ

ば
「
本
質
」
を
、
有
価
証
券
の
占
有
が
作
出
す
る
資
格
な
い
し
権
利
外
観
に
見
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
本
稿
の
目
的
か
ら
し
て
、
権
利
外

暫
定
的
定
義
の
根
拠
の
認
識
の
必
要
性

有
価
証
券
に
お
い
て
は
、
権
利
の
行
使
に
証
券
の
占
有
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
現

象
の
根
拠

(
G
r
u
n
d
)
は
、
単
に
学
問
的
な
関
心
事
で
あ
る
に
正
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、

め
と
比
較
の
み
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
定
義
の
是
正
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、

属
さ
な
い
で
あ
ろ
う
よ
う
な
一
定
の
証
券
が
こ
れ
に
入
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
更
に
は
、

暫
定
的
定
義
の
根
拠
と
し
て
の
証
券
占
有
の
有
用
性

の
占
有
は
、
現
在
の
権
利
者
、
将
来
の
権
利
者
、
も
し
く
は
、
義
務
者
、

論
を
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
S
.
1
3
5
)

ま
た
は
、

そ
の
両
者
に
と
っ
て
役
立
つ
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば

証
券
の
占
有
が
、
権
利
の
行
使
に
は
必
要
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
証
券

が
〔
あ
．
っ
て
は
じ
め
て
〕
、

権
利
の
行
使
に
は
有
価
証
券
を
要
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
、

(-） 

(
l
)
 

決
定
的
定
義

観
自
体
の
問
題
に
は
詳
し
く
立
ち
入
る
を
得
な
い
。

が
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

と
り
わ
け
、
厳
格
に
想
定
さ
れ
た
定
義
に
よ
れ
ば
有
価
証
券
に

こ
の
根
拠
の
認
識

そ
の
現
象
の
根
拠
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
諸
結

J

の
根
拠
の
認
識
は
、
先
ず
、
法
律
の
寄
せ
集

二
―
四

（
八
八
六
）



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

そ
れ
に
基
づ
い
て
、

⑲
 

(
R
e
c
h
t
s
b
e
s
i
t
z
)

も
同
様
で
あ
る
。

餌 伺
な
ら
な
い
。
証
券
の
占
有
が
、

ら
な
い
、

う
こ
と
、

ひ
と
た
び
、
権
利
者
と
自
称
す
る
無
権
利
者
を
助
け
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

く
て
、
甘
受
さ
る
べ
き
悪
し
き
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
債
権
者
は
証
券
を
占
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な

と
い
う
こ
の
原
則
は
、
権
利
者
も
し
く
は
義
務
者
、

証
券
占
有
の
有
用
性
と
し
て
の
資
格

(
L
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n
)
 

(
S
.
 
2
3
3
-
S
.
 
2
3
4
)
 

資
格
手
段
と
し
て
の
有
価
証
券
の
特
徴

ま
た
は
、

こ
れ
が
調
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証
券
占
有
の
有
用
性
の
検
討
（
略
）
（

S
.

1
3
7
-
S
.
 
2
3
3
)
 

二
―
五

証
券
の
占
有
が
権
利
の
行
使
に
必
要
と
さ
れ
る
根
拠
は
、

、
、
、

と
し
て
役
立
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
資
格
（
と
い
う
こ
と
ば
）

出
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
状
態
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
状
態
と
は
、
絶
対
的
に
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
高
度
の

蓋
然
性
を
も
っ
て
実
際
に
一
定
の
法
的
状
態
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
法
的
状
態
は
反
対
の
証
明

(
B
e
w
e
i
s

d
e
s
 
G
e
g
e
n
t
e
i
l
s
)

の
あ
る
ま
で
存
在
す
る
と
看
倣
さ
れ
る
と
い
う
効
果
の
み
な
ら
ず
、
更
に
、
他
の
者
も
ま
た
、
資
格
者

(
L
e
g
i
t
,

i
m
i
e
r
t
e
)

を
多
か
れ
少
な
か
れ
広
範
に
権
利
者
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
効
果
を
、
法
が
、
そ
れ
に
結
び
つ
け
て
い
る

、
、
、

も
の
で
あ
る
。
資
格
に
あ
た
る
ド
イ
ツ
語
の
こ
と
ば
と
し
て
は
、
権
利
外
観

(
R
e
c
h
t
s
s
c
h
e
i
n
)

が
好
ま
れ
る
。
権
利
（
の
）
占
有

有
価
証
券
は
、
資
格
手
段

(
L
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n
s
m
i
t
t
e
l
)
 

券
の
占
有
者
、
ま
た
は
、
裏
書
の
あ
る
証
券
に
あ
っ
て
は
被
裏
書
人
た
る
占
有
者
は
、
通
例
は
、
同
時
に
権
利
者
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、

少
な
く
と
も
、
占
有
者
が
〔
す
で
に
〕
権
利
者
に
な
っ
て
い
た
場
合
で
あ
れ
ば
、
依
然
と
し
て
権
利
者
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
律
は
、

こ
れ
〔
資
格
手
段
〕
に
、
訴
訟
に
お
い
て
立
証
責
任
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
外
観
を
賦
与
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

ま、
'‘ 

（
八
八
七
）

で
あ
る
。

証

そ
の
両
者
を
一
体
ど
の
程
度
、
助
け
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い

明
白
な
現
象
を
介
し
て
現

す
な
わ
ち
、

占
有
は
権
利
者
の
資
格

こ
の
原
則
の
根
拠
で
は
な



i
o
n
s
k
r
a
f
t
)

も
、
証
券
に
よ
っ
て
区
々
で
あ
る
。
従
っ
て
、

右
に
確
定
し
た
定
義
は
、
有
価
証
券
の
本
質
と
も
い
う
べ
き
最
低
要
件
だ

紛
各
有
価
証
券
の
資
格
な
い
し
権
利
外
観

物
を
異
に
す
れ
ば
、

G
e
w
e
r
e

に
強
弱
の
あ
る
如
く
占
有
の
資
格
力

(
L
e
g
i
t
i
m
a
t
,
 

れ
る
。

(
V
g
l
.
N
.
B. §

 

3
7
 I
 

E
W
O
)
 

を
有
す
る
、

そ
し
て
、

と
る
こ
と
が
で
き
る
、
従
っ
て
、
証
券
に
よ
っ
て
証
明
し
て
い
る
者
と
債
務
者
と
の
す
べ
て
の
取
引
は
、
真
の
権
利
者
に
対
し
て
も
効
力

'

（

4
)
 

2
、
債
権
者
は
、
証
券
に
よ
る
（
あ
る
い
は
資
格
を
伴
う
代
替
手
段
に
よ
る
）
資
格
の
行
使

(
L
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n
s
,

f
i
i
h
r
u
n
g
)

な
く
し
て
は
、
債
務
者
に
対
し
て
、
証
券
に
基
づ
く
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(
5
)
 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

換
に
の
み
で
き
る
）
、

資
格
の
行
使
自
体
は
、
証
券
の
呈
示

(
V
o
r
l
e
g
u
n
g
d
e
s
 
P
a
p
i
e
r
s
)

に
よ
っ
て
行
な
わ

(s. 2
3
6
)
 

（
あ
る
い
は
、
充
分
な
担
保
と
引

詳
細
に
、
表
示
す
る
証
券
で
あ
る
。

〔
そ
の
効
果
と
は
、
〕

1
、

的
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
債
務
者
は
、

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
有
価
証
券
に
等
し
く
言
え
る
こ
と
は
、
有
価
証
券
は
、
債
務
者
が
そ
れ
を
信
頼
す
る
こ
と
の
で
き
る

外
親
を
与
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
有
価
証
券
な
い
し
金
（
額
）
券

(Wertzeichei:i)

帯
品
預
札

(
G
a
r
d
e
r
o
b
e
n
m
a
r
k
e
)

の
よ
う
な
、
証
票

(
P
a
p
i
e
r
e
u
n
d
 Z
e
i
c
h
e
n
)

も
ま
た
、

で
き
る
。
権
利
外
観
的
効
果
を
有
す
る
証
券
が
、
有
価
証
券
と
し
て
の
性
質
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
証
券
は
、
更
に
次
の
よ
う
な

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て
権
利
を
主
張
し
て
い
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
債
権
者
が
証

券
に
よ
っ
て
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
債
権
者
に
こ
た
え
る

(
s
i
c
h
m
i
t
 d
e
m
 Gliiubiger 
e
i
n
z
u
l
a
s
s
e
n
)
こ
と
を

と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
す
る
、

有
価
証
券
の
決
定
的
定
義

以
上
に
よ
れ
ば
、
有
価
証
券
と
は
、
次
の
よ
う
な
効
果
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
権
利
者
を
比
較
的

J

の
よ
う
な
外
観
を
放
射
す
る
こ
と
が

で
な
く
て
も
、
例
え
ば
、
携

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

そ
し
て
、
若
干
の
有
価
証
券
に
あ
っ
て
は
、

(s. 
2
3
5
)
 

ま
た
、
第
三
者
も
、
そ
の
外
観
に
信
頼
で
き
る

債
務
者
は
、
債
権
者
と
の
す
べ
て
の
取
引
に
あ
た
っ
て
、
証
券
に
の
っ

―
―
―
六

（
八
八
八
）



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

関
係
で
の
み
、
与
え
る
に
止
ま
る
。

〔
即
ち
、
〕
債
務
者
は
、

二
―
七

（
八
八
九
）

〔
か
つ
て
〕
権
利
者
に
な
っ
て
い
た
こ
と
の
明
ら
か
な

(
n
a
c
h
w
e
i
s
lich 

だ
け
を
へ

し
か
も
、
債
務
者
と
の

あ
る
。
第
三
者
は
、

〔
更
に
、
〕
債
務
者
は
、

け
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
有
価
証
券
の
資
格
力
は
、
当
該
の
証
券
が
取
引
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
（
f

白

d
e
n

(
6
)
 

V
e
r
k
e
h
r
 b
e
s
t
i
m
m
t
)

度
合
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
大
で
あ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
有
価
証
券
は
、
所
持
人
に
、
表
象
さ
れ
た
権
利
に
対
す
る
外
観
を
、
全
面
的
に
、
ま
た
は
、
部
分
的
に
与
え
る
も
の

(
7
)
 

で
あ
る
。
〔
先
ず
〕
、
無
記
名
証
券
及
び
証
券
的
指
図
証
券
に
あ
っ
て
は
、
証
券
の
占
有
者
は
、
権
利
者
と
し
て
の
外
観
を
、
一
般
に
、
債
務

者
に
対
す
る
関
係
で
も
、
第
一
二
者
に
対
す
る
関
係
で
も
、
有
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
債
務
者
は
、
占
有
者
を
権
利
者
と
し
て
取
り
扱
う
こ

と
が
で
き
、

者
に
し
て
、

(
S
.
 
2
3
6
-
S
.
 
2
3
7
)
 

ま
た
、
反
対
の
証
明
の
あ
る
ま
で
は
、
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

b
e
r
e
c
h
t
i
g
t
 w
o
r
d
e
n
 ist)

占
有
者
に
つ
い
て
は
、

(s. 2
3
8
)
 

純
理
論
的
な
衡
量
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

証
券
な

ま
た
、
第
三
者
と
の
関
係
で
は
、
占
有
者
は
、
権
利

か
つ
証
券
の
所
有
者
と
看
倣
さ
れ
る
、
従
．
っ
て
、
証
券
及
び
証
券
上
の
権
利
を
処
分
す
る
権
限
が
あ
る
と
看
倣
さ
れ
る
の
で

譲
渡
人
を
権
利
者
と
し
て
示
す
証
券
に
基
づ
い
て
権
利
を
取
得
す
る
の
で
あ
る
。

く
し
て
は
支
払
う

(
z
a
h
l
e
n
)

必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
支
払
に
あ
た
っ
て
は
、
証
券
は
、
債
権
者
を
資
格
づ
け
る
た
め
に
呈
示
さ
れ
な

そ
の
た
め
に
は
、
無
記
名
証
券
に
あ
っ
て
は
、
単
な
る
占
有
で
、
証
券
的
指
図
証
券
に
あ
っ
て

は
、
裏
書
の
あ
る
証
券
の
占
有
で
足
り
る
。
〔
こ
れ
に
対
し
て
、
〕
単
純
指
図
証
券
及
び
記
名
証
券
に
あ
っ
て
は
、
証
券
は
、
占
有
者
に
対

し
て
、
依
然
と
し
て
権
利
者
で
あ
る
と
の
資
格

(
d
i
e
L
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n
 a
l
s
 
N
o
c
h
b
e
r
e
c
h
t
i
g
t
e
n
)
 

そ
れ
を
、
依
然
と
し
て
権
利
者
と
看
倣
す
こ
と
が
で
き
、

ま
た
、
看
倣
さ
な
け
れ

つ
ま
り
、
権
利
外
観
は
、
例
え
ば
、
あ
る
者
が
、
．
所
持
人
な
い
し
誠
実
な
所
持
人
に
支
払
う
と
い
う
約
束
を
し
た
か
ら
、
と
い
う
よ
う
な
、

ま
た
、
所
持
人
（
払
）
文
句
な
い
し
指
図
文
句

(
l
n
h
a
b
e
r
'
o
d
.
O
r
d
e
r
,
 



（九）
も
の
で
あ
る

(
a
m
o
r
t
i
s
i
e
r
b
a
r
)
限
り
は
、

現
在
証
券
を
占
有
し
て
い
な
い
者
は
、

た
と
い
、

か
つ
て
権
利
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、

で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

占
有
者
は
、
所
有
権
を
取
得
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（八）
k
l
a
u
s
e
l
)
 
の
神
秘
的
な
魔
法
の
力
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、

(
6
)
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
多
く
の
指
図
証
券
に
は
、
記
名
証
券
に
対
す
る
以
上
の
権
利
外
観
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
し
、

(
8
)
 

く
の
記
名
証
券
に
は
、
証
券
的
指
図
証
券
と
同
程
度
に
お
い
て
、
権
利
外
観
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

所
持
人
の
権
利
の
推
定

有
す
る
。
こ
の
推
定
も
、

資
格
手
段
と
し
て
の
権
利
外
観
は
、
所
持
人
は
権
利
者
で
あ
る
、
あ
る
い
は
依
然
と
し
て
権
利
者
で

あ
る
と
の
蓋
然
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
従
っ
て
、

そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
権
利
の
推
定

(die
V
e
r
m
u
t
u
n
g
 s
o
l
c
h
e
s
 
R
e
c
h
t
s
)
 

ま
た
、
指
図
証
券
に
お
い
て
よ
り
も
、
無
記
名
証
券
に
お
い
て
、

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

ま
た
、
多

(
S
.
 
2
3
8
-
S
.
 
2
3
9
)
 

よ
り
広
範
で
あ
る
。
無
記
名
証
券
の
前
者
の

占
有
は
、
前
者
の
権
利
の
推
定
を
根
拠
づ
け
る
。
そ
の
証
券
が
、
現
在
の
所
持
人
が
占
有
を
取
得
す
る
前
に
、
権
利
者
が
紛
失
し
た
も
の

(
V
 gl. 
§
 

1
0
0
6
 B
G
B
)

こ
の
命

題
は
、
同
じ
根
拠
か
ら
、
証
券
的
指
図
証
券
に
も
妥
当
す
る
。
〔
更
に
〕
、
単
純
指
図
証
券
及
び
記
名
証
券
の
取
得
者
が
、
依
然
と
し
て
権

利
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
、
権
利
の
変
更
は
推
定
さ
れ
な
い
と
い
う
規
範
か
ら
出
て
く
る
と
こ

こ
れ
ら
の
証
券
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
の
有
価
証
券
に
つ
い
て
と
同
様
に
、
少
な
く
と
も
、
無
効
宜
言
に
な
じ
む

も
は
や
権
利
者
と
は
看
倣
さ
れ
な
い
、
と
の
逆
の
推
定

(die
u
m
g
e
k
e
h
r
t
e
 V
e
r
m
u
t
u
n
g
)

も
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

(s.
2
3
9
)
 

資
格
手
段
と
し
て
の
有
価
証
券

以
上
に
よ
れ
ば
、
有
価
証
券
は
、
債
務
者
及
び
第
三
者
に
対
し
て
、
権
利
者
に
つ
い
て
の
調

査
を
軽
減
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
あ
る
い
は
所
持
人
自
身
の
権
利
の
行
使
を
確
実
な
ら
し
め
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。

よ
り
強
く
、
あ
る
い
は
、

た
、
有
価
証
券
の
資
格
力
は
、
実
際
上
の
衡
量
に
基
づ
い
て
、
あ
る
い
は
、

、
、
、

あ
る
な
ら
ば
、
先
ず
、
法
律
が
、
有
価
証
券
と
い
う
こ
と
ば
で
、
種
々
の
、
資
格
を
異
に
す
る
証
券
を
表
示
し
て
い
る
こ
と
は
驚
く
に
あ

そ
し
て
、
ま

(
6
)
 

よ
り
弱
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で

そ
れ
は
、

を
も

実
際
的
な
衡
量
に
従
っ
て
与
え
ら
れ

二
―
八

（
八
九

0
)



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

債
務
者
並
び
に
第
三
者
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
、

（吟
た
ら
な
い
。
ま
た
、
資
格
の
効
果
の
結
果
（
権
利
行
使
に
際
し
て
は
所
持
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
）
は
、
必
ず
し
も
常
に
「
確
固

た
る
」
も
の
で
は
な
く
て
、
実
際
上
の
親
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
更
に
は
、
義
務
者
が
、
資
格
の
行

少
な
く
と
も
権
利
者
が
権
利
の
行
使
に
あ
た
っ
て
為
す
表
示
が
資
格
な
く
し
て
も
有
効
と
さ
れ
る
こ
と

(
V
g
l
.
§
 

1
1
6
0
 

B
G
B
)

も
驚
く
に
当
た
ら
な
い
。

(
S
.
 
2
3
9
-
S
.
 
2
4
0
)
 

権
利
者
の
外
観
と
権
利
の
外
観

証
券
の
占
有
が
権
利
の
行
使
に
は
必
要
で
あ
る
と
の
法
命
題
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
の
研
究
は
、

「
債
権
者
は
誰
で
あ
る
か
、
に
つ
い
て
の
証
券
の
資
格
力
（
の
問
題
）
（
d
i
e

L
e
g
i
,
 

t
i
m
a
t
i
o
n
s
k
r
a
f
t
 
d
e
s
 P
a
p
i
e
r
s
 
h
i
n
s
i
c
h
t
l
i
c
h
 
d
e
s
 
P
e
r
s
o
n
 d
e
s
 
G
l
a
u
b
i
g
e
r
s
)」

れ
に
基
づ
い
て
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、
証
券
に
よ
り
資
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
譲
渡
人
は
、
証
券
に
対
し
て

(
a
m
P
a
p
i
e
r
)

権
利
を
有
し

て
い
た
と
の
期
待
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
権
利
者
た
る
資
格
を
有
す
る
譲
渡
人
は
、
単
に
、
文
字
の
書
か
れ
た

証
券
の
所
有
者

(
E
i
g
e
n
t
i
i
m
e
r
e
i
n
e
s
 
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
e
n
 
P
a
p
i
e
r
s
)
 

権
利
の
債
権
者

(
G
l
a
u
b
i
g
e
r
e
i
n
e
s
 
s
o
l
c
h
e
n
 R
e
c
h
t
s
`
w
i
e
 e
s
 
i
m
 P
a
p
i
e
r
 v
e
r
b
r
i
e
f
t
 
ist) 

(s. 2
4
1
)
 

き
な
い
と
す
れ
ば
、
第
三
者
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
得
る
と
こ
ろ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
や
、
権
利
に
つ
い
て
の
権
利
外
観
の
存
在
に
つ
い

(
9
)
 

て
の
問
題
が
調
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1
)

こ
の
項
は
、

Jacobi,
D
i
e
 W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
 (
1
9
1
7
)
 

§
 21
、§
2
7

の
紹
介
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
「
権
利
及
び
権
利
外
観
、
権
利
者
と
証

券
占
有
(
R
e
c
h
t
u
n
d
 Rechtsschein, 
D
i
e
 P
e
r
s
o
n
 
d
e
s
 B
e
r
e
c
h
t
i
g
t
e
n
 u
n
d
 d
e
r
 Papierbesitz)
」
の
う
ち
「
総
論
(a.,
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
s
)
」

(§ 
2
1
)

、
及
び
「
ま
と
め
及
び
有
価
証
券
の
決
定
的
定
義

(g.,
E
r
g
e
b
n
i
s
 u
n
d
 endgiiltige 
B
e
g
r
i
f
f
s
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 
d
e
r
 
W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
)
」

と、

ま
た
は
、

使
を
要
求
し
て
い
な
い
と
き
に
は
、
権
利
者
は
、
実
際
、

で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、

二
―
九

（
八
九
一
）

で
も
あ
る
、

と
信
ず
る
こ
と
が
で

証
券
に
表
象
さ
れ
て
い
る
通
り
の

へ
と
赴
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
第
三
者
は
、
こ

一
定
の
場
合
に
は
、
権
利
行
使
に
あ
た
っ
て
資
格
を
証
明
す
る
必
要
の
な
い
こ



(
§
 

2
7
)

の
部
分
に
該
る
。

(
2
)

有
価
証
券
一
般
に
つ
い
て
の
法
律
が
な
い
以
上
、
こ
れ
は
、
各
証
券
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
e
J
a
c
o
b
i

は
、
無
記
名
証
券
、
証

券
的
指
図
証
券
、
単
純
指
図
証
券
及
び
記
名
証
券
、
そ
し
て
、
社
員
権
証
券
(
K
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
s
p
a
p
i
e
r
)

に
つ
い
て
詳
細
な
議
論
を
展
開
す
る

C

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
小
橋
、
前
出
本
稿
二
、
一
、
註
一
、
四
0
一
頁
以
下
、
及
び
、
河
本
一
郎
「
有
価
証
券
に
お
け
る
レ
ヒ
ッ
シ
ャ
イ
ン
—
ー

ヤ
コ
ビ
を
中
心
に
し
て
ー
~
」
神
戸
法
学
雑
誌
二
巻
四
号
七
二
五
頁
参
照
。
な
お
、
更
に
、
本
稿
二
、
二
、
伯
い
参
照
。

(
3
)

証
票
の
有
価
証
券
性
に
つ
い
て
は
、
本
間
、
前
出
本
稿
二
、
一
、
註
三
、
九
七
頁
参
照
。

(
4
)

資
格
手
段
た
る
証
券
は
、
同
じ
効
果
を
も
つ
別
の
も
の
で
代
え
う
る
は
ず
で
あ
る
。
除
権
判
決

(Ausschlul3urteil)
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。

(s. 2
3
5
£
.
)
 

(
5
)
J
a
c
o
b
i
が
、
そ
の
後
、
こ
の
定
義
を
更
に
若
干
修
正
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
橋
、
前
出
本
稿
二
、
一
、
註
一
、
四
一
三
頁
以
下
参
照
。

V
g
l
.
 Gru~tlri13 

d
e
s
 R
e
c
h
t
s
 d
e
r
 
W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
 i
m
 a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
 (
1
9
2
1
)
 
S
.
 
9
£
.
 

(
6
)

本
間
喜
一
「
有
価
証
券
の
流
通
性
」
東
京
商
科
大
学
研
究
年
報
法
学
研
究
三
号
七
九
頁
以
下
所
収
、
特
に
八
七
頁
は
、

J
a
c
o
b
i
が
こ
の
よ
う
に

結
局
、
「
実
際
上
の
衡
量
」
に
よ
っ
て
資
格
力
の
相
違
を
説
明
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
「
有
価
証
券
制
度
の
目
的
を

L
e
g
i
t
i
t
m
a
t
i
o
n

に
み
る

説
明
」
の
破
綻
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

(
7
)

本
稿
二
、
一
、
註
五
参
照
。

(
8
)

抵
当
証
券

(
H
y
p
o
t
h
e
k
e
n
b
r
i
e
f
)

な
ど
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

V
g
l
.
S
.
 2
3
8
.
 

(
9
)

こ
の
段
落
は
、
本
稿
の
目
的
か
ら
は
、
直
接
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
項
（
本
稿
二
、
二
、
日

2
因
）
で
み
た
権
利
外
観

(
R
e
c
h
t
s
,

s
c
h
e
i
n
)

が、

J
a
c
o
b
i
の
有
価
証
券
法
に
お
け
る
権
利
外
観
法
理
に
お
い
て
占
め
る
位
置
を
示
す
た
め
に
収
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、
河

本
、
前
出
参
照
。

右
に
は
、

J
a
c
o
b
i

の
「
有
価
証
券
概
念
」
に
つ
い
て
の
叙
述
を
、

関
法
第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

主
と
し
て
、

そ
の
所
説
の
論
理
構
造
を
跡
づ
け
る
べ
く
概
観
し
た
。

ニニ〇

（
八
九
二
）



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

こ
の
化
体
説
、
担
い
手
説
は
、
比
喩
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

（
八
九
三
）

「
権
利
の
担
い
手

(
T
r
a
g
e
r
d
e
s
 R
e
c
h
t
s
)
」

で
あ
る
と
か
、

〔
そ
し
て
〕
恐
ら
く
は
、
こ
の
よ
う

い
て
の
多
く
の
法
律
の
規
定
に
お
い
て
は
、

(
l
)
 

次
の
問
題
は
、

J
a
c
o
b
i

の
「
所
有
権
説
」
を
、
そ
の
「
有
価
証
券
概
念
」
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

J
a
c
o
b
i

は
、
法
に
お
い
て
有
価
証
券
が
「
物

(
S
a
c
h
e
)
」

う
な
場
合
を
、

（
本
稿
三
、

所
有
権
説
も
ま
た
、
有
価
証
券
が
、
物
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
一
場
合

に
お
い
て
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
、
有
価
証
券
占
有
者
を
権
利
者
と
信
じ
て
、
証
券
を
取
得
し
た
者
の
保
護
に
関
連
し
て
問

題
と
な
る
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

物
と
し
て
の
有
価
証
券
と
化
体
説

わ
け
、
有
価
証
券
と
商
品

(
W
a
r
e
n
)

と
を
並
べ
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が

(
N
.
 
B. §
 

3
8
3
 
H
G
B
)
、

こ
こ
で
も
、
「
有
価
証

法
は
、
随
所
に
お
い
て
、
有
価
証
券

(
W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
)

と
物

(
S
a
c
h
e
n
)

と
を
、

と
り

「
物
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
同
時
に
有
価
証
券
も
考
え
ら
れ
て
い
る
と
の
考
え
に
基
づ
い
て

い
る
。

(
N
.

B. §
 

3
6
0
 
H
G
B
)
勿
論
、
証
券

(
d
a
s
P
a
p
i
e
r
)

は、

い
る
権
利
の
た
め
に
の
み
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
、

同
時
に
〔
証
券
に
〕
表
象
さ
れ
た
権
利
に
対
し
て
も
、

そ
れ
自
体
で
は
、
価
値
の
な
い
も
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
、
有
価
証
券
に
も
関
連
す
る
、
物
に
つ
い
て
の
諸
規
定
は
、

相
応
す
る
効
果
を
呼
び
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。

な
事
実
の
説
明
の
た
め
に

(
z
u
r
V
e
r
a
n
s
c
h
a
u
l
i
c
h
u
n
g
)

権
利
が
証
券
に
「
化
体

(
v
e
r
k
o
r
p
e
r
t
)
」
さ
れ
て
い
る
と
か
、
証
券
は
、

言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

(
S
.

3
4
1
-
S
.
 
3
4
2
)
 

た
だ
表
象
さ
れ
て

こ
れ
を
徹
底
的
に
貫
徹
す
る
と
、
権
利
は
証
券
自
体
の
消
減
に
よ
っ
て

こ
し
か
し
、
法
は
、
物
に
つ

け

(
2
)
 

物
と
し
て
の
有
価
証
券
と
所
有
権
説

券
概
念
」
に
つ
い
て
と
同
じ
く
、

「
資
格
」

な
い
し
、

「
権
利
外
観
」
に
依
拠
し
た
叙
述
を
す
る
の
で
あ
る
。

一
、
四
⑮
、
こ
、
同
以
下
参
照
。
）
そ
し
て
、

J
a
c
o
b
i
は、

一
括
し
て
論
じ
て
い
る
。

J
a
c
o
b
i

に
よ
れ
ば
、

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
の
少
な
く
な
い
こ
と
に
着
目
し
て
、

そ
の
よ



a
u
s
 
d
e
m
 P
a
p
i
e
r
)
 

P
a
p
i
e
r
)
 

ま、
,
9
,
 

し
ば
し
ば
、
証
券
に
基
づ
く
権
利

(die
R
e
c
h
t
e
 

国
の

全
体
の
た
め
の
部
分
の
名
称
と
し
て

先
ず
、

の
グ
ル
ー
プ
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(s. 3
4
3
)
 

そ
の
場
合
に
は
、

伺
毀
損

(
V
e
r
s
c
h
l
e
c
h
t
e
r
u
n
g
)

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
S
a
c
h
b
e
s
c
h
a
d
i
g
u
n
g
)
 

消
減
す
る
と
い
う
よ
う
な
誤
っ
た
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
。
有
価
証
券
は
無
効
宣
言
に
付
し
う
る

W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
)

と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
説
は
採
り
え
な
い
。
更
に
、
化
体
説
で
は
、
債
権
が
代
わ
っ
て
も
有
価
証

有
体
物
と
し
て
の
証
券

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

p
e
r
l
i
c
h
e
 
S
u
b
s
t
r
a
t
)
 

先
ず
、
有
価
証
券
は
、
勿
論
、
そ
れ
自
体
と
し
て
み
れ
ば
、
有
体
物

(
e
i
n
e
k
o
r
p
e
r
 liche S
a
c
h
e
)
 

そ
の
性
質
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
単
に
有
体
物

(
K
o
r
p
e
r
)

だ
け
に
着
目
し
て
い
る
法
規
範
は
、

「
有
価
証
券
と
し
て
の
証
券
」

>

(s. 3
4
2ー

s.
3
4
3
)
 

の
み
を
取
り
扱
う
規
定
で
あ
っ
て
、

そ

れ
が
権
利
を
表
象
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
全
く
問
題
に
し
な
い
規
定
は
、
す
べ
て
有
価
証
券
に
も
適
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
物
の
侵
害

(
3
)
 

に
つ
い
て
の
規
定
(
§
8
2
3
 B
G
B
)

で
あ
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
あ
る
物
の
有
体
的
物
質
的
基
礎

(
d
a
s
kiir, 

有
価
証
券
に
表
象
さ
れ
て
い
る
権
利
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、

適
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
権
利
の
価
値
低
下

(
W
e
r
t
m
i
n
d
e
r
u
n
g
)

は
、
§
8
4
8
 B
G
B

に
よ
る
物
の

(s. 
3
4
3
)
 

の
物
と
し
て
の
取
扱

更
に
、
法
律
及
び
私
的
処
分

(die
G
e
s
e
t
z
e
 u. 
d
i
e
 
p
r
i
v
a
t
e
n
 

V
e
r
f
i
i
g
u
n
g
e
n
)
が
、
証
券
に
対
す
る
権
利
の
変
更
は
、
同
時
に
証
券
に
基
づ
く
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
〔
と
い
う
考
え
に
〕
某
礎
を
お

い
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

次
の
よ
う
な
二
つ
の
規
範
な
い
し
処
分

(
N
o
r
m
e
n
od. 
V
e
r
f
i
l
g
u
n
g
e
n
)
 

〔
第
一
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
〕
証
券
に
対
す
る
権
利

(
d
a
s
R
e
c
h
t
 
a
m
 

に
つ
い
て
の
法
律
や
当
事
者
の
規
定
・
決
定

(
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
)

に
つ
い
て
の
規
定
・
決
定
に
代
わ
る
そ
の
不
正
確
な
表
現
方
法
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
表
現
方
法
は
、
次
の
よ
う
な

そ
し
て
、

（二）
券
が
同
一
の
も
の
で
あ
り
続
け
る
場
合
、
ま
た
は
、

そ
の
逆
の
場
合
は
、

一
体
ど
う
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
A
m
o
r
t
i
s
a
t
i
o
n
s
f
a
h
i
g
k
e
i
t
 
d
e
r
 

関
法
第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

（
八
九
四
）



従
っ
て
、

(
W
e
g
n
a
h
m
e
 o
d
.
 
F
e
s
t
h
a
l
t
e
n
)

は
、
物
の
奪
取
な
い
し
保
持
と
丁
度
同
じ
よ
う
な
効
果
を
有
し
て
い
る
。

(s.
3
4
4
)
 

と
の
法
命
題
に
よ
っ
て
、
あ
る
物
、
す
な
わ
ち
証
券
の
占
有

証
券
に
基
づ
く
権
利
は
、
証
券
の
呈
示
な
く
し
て
は
、
行
使
で
き
な
い
、

を
基
礎
に
有
す
る
権
利
の
占
有
の
可
能
性

(
M
o
g
l
i
c
h
k
e
i
t
e
i
n
e
s
 
B
e
s
i
t
z
e
s
 
v
o
n
 R
e
c
h
t
e
n
)

が
、
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

物
の
占
有

(
S
a
c
h
b
e
s
i
t
z
)

適
用
さ
れ
う
る
。

勿
論
、
物
の
占
有
と
同
じ
よ
う
な
権
利
の
占
有
が
生
ず
る
の
は
、
無
記
名
証
券
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。
無
記
名
証
券
及
び
白
地
裏
書
の

(
5
)
 

あ
る
指
図
証
券
は
、
特
に
広
範
に
、
物
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
指
図
証
券
・
記
名
証
券

(
N
a
m
e
n
s
p
a
p
i
e
r
e
)
に
つ
い

て
は
、
物
権
法
規
定
の
目
的
に
従
っ
て
、

國 伺
の

有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

無
権
利
者
の
（
証
券
の
）
占
有
は
、
権
利
者
の
（
権
利
の
）
行
使
を
妨
げ
る
。
従
っ
て
、

の
可
能
性
に
基
づ
く
諸
規
定
は
、
広
範
に
、

(s. 
3
4
4
)
 

有
価
証
券
の
法

(
d
a
s

R
e
c
h
t
 
d
e
r
 
W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
)
 

ま
た
、
事
案
と
こ
れ
ら
の
証
券
に
つ
い
て
の
類
似
の
規
定
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
、

「
権
利
の
占
有
」
に
由
来
す
る
物
と
し
て
の
取
扱
（
国
の
二
の
一
）

範

(
N
o
r
m
e
n
)

か
ら
出
る
も
の
で
あ
る
。

〔
そ
れ
は
、
更
に
二
分
さ
れ
る
。
〕

有
価
証
券
法
規
範
に
基
づ
い
て

こ
と
で
説
明
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
証
券
に
基
づ
く
権
利
は
、
取
引
に
お
い
て
は
、

証
券
と
結
び
つ
い
て
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

決
定
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、

（
八
九
五
）

に
も

有
価
証
券
の
奪
取
な
い
し
保
持

有
価
証
券
は
、
権
利
の
行
使
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

そ
の
権
利
は
証
券
な
し
で
は
行
使
で
き
な
い
か
ら
、

そ
こ
で
、
人
々
が
、
主
た
る
価
値
が
表
象
さ
れ
て
い
る
権
利
に
お
か
れ
て
い
る
よ
う
な

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
専
ら
、
目
立
つ
、
表
象
さ
れ
て
い
る
権
利
と
は
外
見
上
分
か
ち
難
い
証
券
に
つ
い
て

(
4
)
 

語
る
こ
と
は
当
然
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
全
体
の
た
め
に
部
分
の
名
称
を
も
っ
て
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

(
S
`
3
4
3
-
S
.
3
4
4
)
 

間
接
的
に
証
券
に
基
づ
く
権
利
に
つ
い
て
規
定
す
る
た
め
に
、
先
ず
、
証
券
に
対
す
る

権
利
に
注
目
す
る
、
物
権
法
に
由
来
す
る
諸
規
定

(
R
e
g
e
l
n
)

の
う
ち
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
の
外
の
有
価
証
券
に
関
す
る
特
別
な
規

(s. 
3
4
4
)
 

： 



で
は
、
あ
る
い
は
、
完
全
に
物
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
あ
る
い
は
、

一
定
の
条
件
の
あ
る
場
合
に
だ
け
物
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
更
に
は
、

な
第
三
取
得
者
は
、

特
定
の
法
規
範
の
意
味
に
お
け
る
物
で
あ
る
か
ど
う
か
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

有
価
証
券
の
占
有
が
、
権
利
の
占
有
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
、
物
に
つ
い
て
の
規
定
が
有
価
証
券
に
適
用
さ
れ
る
、

占
有
の
取
得

(
B
e
s
i
t
z
e
n
 t
z
i
e
h
u
n
g
s
h
a
n
d
 
1
 u
n
g
)
 

だ
け
で
足
り
る
場
合
に
は
、

だ
け
で
法
的
効
果
が
生
ず
る
か
否
か
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
占
有
の
取
得

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(
6
)

有
価
証
券
と
物
の
取
扱
に
は
区
別
は
な
い
。
有
価
証
券
は
、
関
連
規
定
に
言
う
物
で
あ
る
。
し
か
し
、

変
更
の
法
的
結
果
が
、
意
思
表
示
の
あ
と
で
は
じ
め
て
生
ず
る
場
合
に
は
、
事
情
は
異
な
る
。
そ
の
意
思
表
示
は
、
表
現
は
と
も
か
く
、

(
7
)
 

表
象
さ
れ
て
い
る
権
利
に
つ
い
て
も
及
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(s.
3
4
5
)
 

有
価
証
券
占
有
者
の
外
観
に
由
来
す
る
物
と
し
て
の
取
扱
（
回
の
二
の
二
）

者
で
あ
り
、
ま
た
、
誰
が
権
利
者
た
る
の
外
観
を
有
す
る
か

(
z
u
s
e
i
n
 
s
c
h
e
i
n
t
)
 

ろ
で
、
証
券
の
占
有
者
も
ま
た
、

す
る
法
の
物
権
法
へ
の
依
存
が
、

(
S
.
 
3
4
5
-
S
.
 
3
4
5
)
 

一
定
の
限
度
で
、
証
券
に
基
づ
く
権
利
の
権
利
者
た
る
の
外
観
を
有
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
証
券
の
占
有
を
多
少
と
も
広
範
に
信
頼
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
有
価
証
券
は
、

二
二
四

と
言
う
場
合
に
は
、占

有

そ
し
て
、
誠
実

し
か
し
、
有
価
証
券
の
占
有
か
ら
生
ず
る
権
利
外
観
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
有
価
証
券
の
各
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
の
関
係

何
ら
そ
う
し
た
取
り
扱
い
を
受
け
な
い
の
で
あ
る
。
先
ず
、
記
名
証
券
及
び
単
純
指
図
証
券
は
例
外
的
に
、
占
有
者
に
権
利
者
の
外
観
を

V
8
)

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

与
え
る
に
止
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
無
記
名
証
券
は
、
他
の
動
産
以
上
に
そ
う
し
た
外
親
を
与
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
関
係
か
ら
す
る

物
丘
関
わ
ふ
ず
、
デ
ぃ
岱
密
踪
適
犀
加
お
恥

更
に
、

か
ら
、
物
の
占
有
が
、
権
利
の
推
定

(
R
e
c
h
t
s
v
e
r
m
u
t
u
n
g
)

そ
の
外
の
も
の
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
(
§
9
3
5
 
B
G
B
)

そ
の
他
、
特
別
な
根
拠

を
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
根
拠
は
、
多
く
は
、
無
記
名
証
券
に
も

従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
有
価
証
券
に
関

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
れ
ら
の
諸
規
定
に
い
う
物
な
の
で
あ
る
。

に
つ
い
て
の
諸
規
定
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

⑮ 

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

物
の
占
有
の
場
合
に
は
、
誰
が
そ
の
物
の
権
利

（
八
九
六
）

と
こ



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

(

9

)

 

妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
無
記
名
証
券
も
物
と
同
様
、
権
利
者
を
表
示
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
指
図
証
券
は
、
証
券
が

占
有
者
を
権
利
者
と
し
て
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
、
占
有
者
に
、
権
利
者
た
る
の
外
観
を
与
え
て
い
る
。
(
§
1
5
 E
W
O
)
 

に
対
す
る
所
有
権
の
取
得
に
は
、

所
有
権
説
の
妥
当
性

3
4
6ー

s.
3
4
7
)
 

そ
の
引
渡
の
外
に
、

裏
書
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

(
S
.
 
3
4
5
-
S
.
3
4
6
)
 

、
、
、
、
、
、
、

従
っ
て
、
（
回
、
⑲
で
み
た
よ
う
に
）
無
記
名
証
券
及
び

因
券
（
に
対
す
る
）
所
有
権
に
従
う

(
D
i
e
R
e
c
h
t
e
 a
u
s
 
d
e
m
 IP. 
u
n
d
 O
P
.
 r
i
c
h
t
e
n
 s
i
c
h
 
n
a
c
h
 d
e
m
 E
i
g
e
n
t
u
m
 a
m
 Pa
p
i
e
r
.
)
 

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

の
で
あ
る
か
ら
、
人
は
、
所
有
権
説
の
妥
当
性

(
G
e
l
t
u
n
g
d
e
r
 E
i
g
e
n
t
u
m
s
t
h
e
o
r
i
e
)
 

（
八
九
七
）

（
証
券
的
）
指
図
証
券
に
基
づ
く
権
利
は
、
証

‘
 

に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(s.

(
1
)
J
a
c
o
b
i
の
所
有
権
説
を
詳
論
す
る
研
究
と
し
て
は
、
す
で
に
、
小
橋
一
郎
「
手
形
所
有
権
の
観
念
」
『
手
形
行
為
論
（
有
信
堂
昭
和
三
九
年
）

一
九
二
頁
以
下
所
収
、
二

0
八
頁
以
下
、
田
辺
光
政
「
手
形
所
有
権
説
の
新
展
開
」
法
学
論
集
一
九
巻
一
・
ニ
・
三
号
七
六
頁
、
田
辺
光
政
「
手

形
所
有
権
の
意
義
」
『
手
形
流
通
の
法
解
釈
』
（
晃
洋
書
房
．
昭
和
五
一
年
）
三
七
頁
以
下
所
収
、
四
六
頁
以
下
が
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
は
、
独

自
の
問
題
意
識
に
出
る
も
の
で
あ
る
。

(
2
)

こ
の
項
は
、

Jacobi,
D
i
e
 W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
 (
1
9
1
7
)

の
§
3
2

「
物
と
し
て
の
有
価
証
券
、
総
論

(
D
a
s
W
 ertpapier 
als 
Sache, 1
.
 

All-

g
e
m
e
i
n
e
s
)
」
の
う
ち
、
そ
の
前
半
（
所
有
権
説
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
部
分
）
の
紹
介
で
あ
る
。

(
3
)

「
勿
論
、
有
価
証
券
を
廃
棄
し
た
債
務
者
は
、
§
2
4
2
.
 
B
G
B
に
よ
っ
て
も
責
を
負
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
」

(s.
3
4
3
)
 

(
4
)

例
と
し
て
は
、
「
手
形
の
割
引
」
と
い
う
表
現
や
§
4
3
7
 
B
G
B
の
こ
,
der 
Verkliufer eines 
W
P
.
'
＾
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(s.
3
4
4
)
 

こ
の
意
味
の
「
手
形
所
有
権
」
に
反
対
す
る
必
要
は
な
い
。
小
橋
、
前
掲
書
ニ
―
九
頁
参
照
。

(
5
)

「
無
記
名
証
券
が
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
、
§
9
2
9
 
B
G
B
で
は
、
（
当
然
）
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
法
律
は
、
常
に
、
い
つ
も
、
そ
う
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
§
§
1
3
6
2
,
 
1
3
8
1
,
 
1
5
2
5
,
 
1
5
5
0
,
 
1
6
4
6
,
 
1
6
8
6
 

B
G
B
で
は
、
無
記
名
証
券
と
物
を
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
が
、
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

(
Vgl. S
.
 3
4
4
 F
N
.
 1
3
)
 

ニ
ニ
五

証
券



H 

一
般
に
、

で
は
、
証
券
に
基
づ
く
権
利
の
権
利
者
が

無
価
値
な
証
券

(
P
a
p
i
e
r
)

に
文
字
を
書
い
た
者

(
6
)

「
従
っ
て
、
有
価
証
券
に
基
づ
く
権
利
の
差
押

(
P
f
i
i
n
d
u
n
g
)

に
は
、
証
券
の
差
押
で
足
り
、
留
置
権
の
効
果
の
発
生
に
は
、
証
券
の
留
置

で
足
り
る
。
」

(s.
3
4
5
)
 

な
お
、
わ
が
法
に
お
け
る
有
価
証
券
に
対
す
る
商
人
留
置
権
に
つ
い
て
、
西
原
寛
一
「
商
行
為
法
」
（
有
斐
閣
昭
和
一
二
五
年
）
一
三
九
頁
註

二
参
照
。

(
7
)

例
え
ば
、
無
記
名
証
券
や
証
券
的
指
図
証
券
の
譲
渡
が
、
例
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
Vgl. 
S
.
 3
4
5
 
F
N
.
 1
6
)
 

(
8
)

抵
当
証
券
が
、
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

V
g
l
.

§
 11
5
5
 
B
G
B
.
 

(
9
)
V
g
l
.
翠
§

1
3
8
1
,
 
1
6
4
6
,
 
1
6
8
6
 
B
G
B
.
 

J
a
c
o
b
i

は、

、権利
外
観
か
ら
、
所
有
権
説
を
導
く
。
そ
の
論
理
は
、
必
ず
し
も
明
解
で
は
な
い
が
、
要
す
る
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
有
価
証
券

は
、
関
連
規
定
に
い
う
物
で
あ
り
、
従
っ
て
、
（
例
え
ば
、
善
意
取
得
の
よ
う
な
物
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
の
結
果
、
）
証
券
の
所
有
権

四
、
三
、
以
下
参
照
）
。
さ
て
、
そ
の
場
合
、
所
有
権
説
は
、
§
9
5
2
 B
G
B
 

う
い
う
も
の
な
の
か
、(

1
)
 

所
有
権
説
の
検
討

ど
う
い
う
場
合
に
適
用
さ
れ
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、

J
a
c
o
b
i

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

§
 95
2
 B
G
B
と
所
有
権
説

所
有
権
説
は
、
§
9
5
2
 B
G
B
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
条
も
、
所
有
権
説
と
同
じ
く
、
素

材
と
し
て
の
証
券
の
無
価
値
性

(
W
e
r
t
l
o
s
i
g
k
e
i
t
)

に
基
づ
い
て
い
る
。

(
S
c
h
r
e
i
b
e
r
)

は
、
加
工
に
よ
り
(
§

9
5
0
 B
G
B
)
所
有
権
を
取
得
す
る
が
、

と
証
券
の
表
象
す
る
権
利
と
は
、
同
一
人
に
帰
属
す
る
か
ら
、

§
 

9
5
2
 B
G
B
 

と
一
体
ど
う
異
な
る
の
か
、

J
a
c
o
b
i

の
所
有
権
説
は
、
ど

「
所
有
権
説
」
が
妥
当
す
る
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
（
な
お
、
本
稿

こ
の
よ
う
に
、

有
価
証
券
が
権
利
の
行
使
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
、
及
び
有
価
証
券
占
有
者
の
取
得
者
に
対
す
る

関
法
第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

二
二
六

（
八
九
八
）



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

証
券
、
指
図
証
券
及
び
無
記
名
証
券
の
譲
渡

(
U
b
e
r
t
r
a
g
u
n
g
)

（
八
九
九
）

そ
し
て
、
証
券
の
所
有
権
譲
渡
な
い
し
取
得
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、
表

、
、
、
、
、

象
さ
れ
た
権
利
に
関
す
る
相
応
す
る
行
為
が
看
取
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
に
は
、
記
名

は
、
証
券
の
所
有
権
の
取
得
も
ま
た
、
必
要
で
あ
り
、

、
、
、
、
、
、
、

き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
従
っ
て
、

、
、
、

権
説
は
、

、
、
、
、
、
、

そ
れ
自
体
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

、
、
、
、

そ
れ
は
、
有
価
証
券
の
取
得
に
関
し
て
も
、
物
権
法
的
な
権
利
外
観
を
利
用
で

、
、
、

ろ
は
、
証
券
に
表
象
さ
れ
た
権
利
の
法
律
行
為
的
取
得
に

、
、
、
、
、
、
、
、

そ
の
要
求
す
る
と
こ

に
関
連
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

単
に
証
券
紙
片

(
3
)
 

ま
た
、
わ
け
て
も
、
証
券
に
表
象
さ
れ
て
い
る
権
利
に
も
関
連
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
有

な
い
し
取
得
に
意
思
が
必
要
で
あ
る
限
り
で
は
、

そ
の
意
思
は
、

証
券
を
利
用
す
る
に
つ
き
有
す
る
利
益
を
重
視
し
て
、
そ
の
権
利
者
に
、
証
券
所
有
権
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
更
に
、
証
券
に
表
象
さ
れ

て
い
る
権
利
に
対
す
る
第
三
者
の
権
利
も
証
券
（
自
体
）

に
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
証
券
権
利
の
取
得
者

P
a
p
i
e
r
r
e
c
h
t
s
)
は
、
債
権
的
行
為
に
基
づ
い
て
所
有
権
の
引
渡
を
求
め
る
権
利
（
な
い
し
債
権
譲
渡
(
§
9
0
2
 B
G
B
)
に
基
づ
い
て
占
有

の
引
渡
を
求
め
る
権
利
）
を
譲
渡
人
に
対
し
て
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
す
で
に
存
在
す
る
所
有
権
に
基
づ
く
請
求
権
を
、
譲
渡
人
及
び
第

て
も
、
権
利
行
使
の
た
め
に
証
券
を
獲
得
す
る
と
い
う
目
的
に
関
し
て
は
、
充
分
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
同
条
の
記
名
証
券
へ
の
適
用
は
、

(
2
)
 

当
然
で
あ
る
。

(s.
3
4
7
)
 

し
か
し
、
証
券
に
対
す
る
権
利
が
証
券
に
基
づ
く
権
利
者
を
決
定
す
る
、

律
行
為
的
譲
渡

(
d
i
e
r
e
c
h
t
s
g
e
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
U
b
e
r
t
r
a
g
u
n
g
)
 

所
有
権
説
で
あ
っ
て
も
、
譲
渡

(
V
e
r
a
u
B
e
r
u
n
g
)

(
E
r
w
e
r
b
e
r
 
d
e
s
 

と
す
る
所
有
権
説
も
ま
た
、
証
券
に
表
象
さ
れ
た
権
利
の
法

の
場
合
に
は
、
見
か
け
ほ
ど
、
§

9
5
2
 

ニニ七
か
ら
遠
い
も
の
で
は
な
い
。

は
、
よ
く
似
て
い
る
。
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
表
象
さ
れ
た
権
利
の

談
渡
と
証
券
の
引
渡
と
に
関
す
る
合
意

(
E
i
n
i
g
u
n
g

iiber 
d
e
n
 
Ub~rgang 

d
e
s
 v
e
r
b
r
i
e
f
t
e
n
 
R
e
c
h
t
s
 
u
n
d
 O
b
e
r
g
a
b
e
 
d
e
s
 

二
者
に
対
し
て
有
す
る
の
で
あ
る
。

J

の
規
定
(
§
9
5
2
 
B
G
B
)
は、

一
般
の
債
務
証
書
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
有
価
証
券
に
お
い



か
ら
、

所
有
権
説
妥
当
範
囲
確
定
の
必
要

う
と
い
う
考
え
に
出
る
の
で
あ
り
、

そ
し
て
、

(
S
.
 
3
4
8
-
S
.
3
4
9
)
 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
律
は
、
証
券
に
対
す
る
権
利
は
、
証
券
に
基
づ
く
権
利
を
伴

そ
の
際
、
同
時
に
権
利
の
譲
渡
も
欲
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る

こ
う
し
た
出
発
点
を
よ
く
見
て
、
そ
の
例
外
を
調
べ
、

邑
、
、
、
、

の
権
利
者
）

無
記
名
証
券
及
び
指
図
証
券
の
法
律
行
為
的
譲
渡
に
関
す
る
こ
の
所
有
権
説
は
、
一
定
の
効
果
（
当
事
者
が
証
券
を
そ

の
表
象
す
る
権
利
を
譲
渡
す
る
意
図
で
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
譲
渡

(
U
b
e
r
e
i
g
n
u
n
g
)

は
、
§
9
5
2
 B
G
B
に
よ
っ
て

で
応
な
い
で
、
物
植
法
俗
扉
に
基
つ
い
で
行
な
か
加
‘
と
り
わ
け
、
証
券
か
占
有
者
ば
証
券
所
布
者
（
も
い
で
証
券
か
衷
象
ず
か
榔
秤

、
、
、
、
、
、
、
、
、
ヽ

(
4
)

と
し
て
の
外
観
を
有
す
る
）
と
の
関
係
で
の
み
、
妥
当
性
を
主
張
し
う
る
の
で
あ
る
。

る
の
で
あ
る
が
、

ま
た
、
法
律
の
カ
バ
ー
し
て
い
な
い
場
合
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

律
は
、

普
通
で
な
い
場
合
の
解
決
は
、

学
問
及
び
実
務
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

当
然
に
明
ら
か
に
な

、
、
、
し
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
採
ら
ず
、
普
通
の
場
合
を
出
発
点
に
選
ん
だ
の
で
あ
り
、

、
、
、
、

そ
れ
ゆ
え
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

所
有
権
説
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
際
、
法

き
た
。

し
か
し
、

幸
い
な
こ
と
に
、

、
、
、

法
律
は
、

変
ん
・
愚
ん
か
法
箪
行
為
に
理
住
的
な
意
康
む
開
与
わ
な
}
‘
J
と
か
か
む
ね
か
i

か
[
J
か
遣

勿
論
、
法
律
は
、

J

う
し
た
場
合
を
包
摂
す
べ
く
、

表
象
さ
れ
た
権
利
の
取
得
を
証
券
所
有
権
の
取
得
と
は
別
個
に
規
定
す
る
こ
と
も
で

得
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
場
合
、
逆
に
、

絵
画
の
購
入
者
が
そ
の
裏
面
の
手
形
に
つ
い
て
は
取
得
し
よ
う
と
し
な
い
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

⇔
 所
有
権
説
の
妥
当
根
拠

従
っ
て
、

（
「
有
価
証
券
の
譲
渡
」

ら
、
）
表
象
さ
れ
た
権
利
の
取
得
者
が
、
証
券
の
引
渡

(
P
a
p
i
e
r
i
i
b
e
r
g
a
b
e
)

に
も
拘
わ
ら
ず
、
無
価
値
な
素
材
た
る
紙
の
所
有
権
を
獲

ま、., 

表
象
す
る
権
利
及
び
証
券
の
譲
渡
か
ら
な
る
の
で
あ
る
か

権
譲
渡

(
E
i
g
e
n
turns iiber t
r
a
g
u
n
g
)
 

で
は
、
無
記
名
証
券
及
び
指
図
証
券
に
関
す
る
特
別
な
所
有
権
説
の
根
拠
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

ニニ八

（九
0
0
)

P
a
p
i
e
r
s
)

が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
合
意
は
、
勿
論
、
記
名
証
券
に
つ
い
て
も
、
無
記
名
証
券
や
指
図
証
券
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
所
有

の
た
め
に
、
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、

そ
れ
だ
け

(
S
.
 
3
4
7
-
S
.
 3
4
8
)
 



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
所
有
権
放
棄

(Dereliktion)

に
よ
る
無
記
名
証
券
の
所
有
権
喪
失
及
び
先
占
、
発
見
、
取
得
時
効
並
び
に
混

の
働
か
な
い
、
全
く
別
の
領
域
に
迄
及
ん

l
i
e
g
e
n
d
e
n
|
R
e
c
h
t
e
n
 
a
m
 P
a
p
i
e
r
)
 
で
足
り
る
こ
と
が
あ
る
。

取
得
者
が
証
券
の
占
有
を
取
得
し
て
お
り
、

ま
た
、

に
関
し
て
も
、
や
は
り
妥
当
す
る
。

(s.
3
5
0
)
 

同
な
い
。

(s. 3
4
9
)
 

妥
当
範
囲
の
拡
大

g
品
n
d
u
n
g
)

〔
先
ず
、
〕

正
し
く
理
解
さ
れ
た
所
有
権
説
は
、
設
権
的
有
価
証
券
に
表
象
さ
れ
る
権
利
の
成
立

(
B
e
、

〔
所
有
権
で
な
く
て
も
、
〕
証
券
に
対
す
る
制
限
物
権
の
譲
渡

(die
U
b
e
r
t
r
a
g
u
n
g
 v
o
n
 b
e
s
c
h
r
a
n
k
t
e
n
|
i
m
 E
i
g
e
n
t
u
m
 

権
に
よ
っ
て
、
証
券
を
占
有
す
る
場
合
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
場
合
に
は
、
取
得
者
は
、
証
券
の
表
象
す
る
制
限
的
権
利
を
、
例
え
ば
、

質
権

(
P
f
a
n
d
r
e
c
h
t
)
を
取
得
す
る
に
止
ま
る
。

(s. 3
5
0
)
 

更
に
、
所
有
権
説
は
、
権
利
外
観
と
は
も
は
や
何
ら
関
係
の
な
い
、

ま
た
、
§

9
5
2
 
B
G
B
 

そ
の
制
限
物

和
に
よ
る
そ
の
所
有
権
取
得
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
の
場
合
、
所
有
権
取
得
の
根
拠
は
、
証
券
の
占
有
は
権
利
の
占
有
を
媒
介
す
る
も
の

の
で
あ
っ
て
、
他
の
場
合
の
よ
う
に
素
材
に
だ
け
作
用
す
る
の
で
は
な
い
、

で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
証
券
の
素
材
に
つ
き
行
な
わ
れ
た
一
定
の
法
的
行
為
は
、
証
券
の
表
象
す
る
権
利
に
も
作
用
す
る

と
い
う
に
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
、
そ
の
こ
と
の
帰
結
と

し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
所
有
権
説
は
、
証
券
に
基
づ
く
権
利
が
す
で
に
前
も
っ
て
成
立
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
妥
当
す
る
。
け
だ
し
、

〔
占
有
が
媒
介
す
る
権
利
の
占
有
、
な
い
し
、
〕
権
利
行
使
の
可
能
性
は
、

る
こ
と
は
あ
り
う
る
が
、

し
か
し
、

当
然
、
権
利
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

存
在
し
な
い
権
利
を
表
象
す
る
有
価
証
券
は
、
な
る
ほ
ど
、
法
律
行
為
に
よ
る
誠
実
な
第
三
取
得
者
に
対
し
て
は
、
権
利
の
外
観
を
与
え

そ
れ
を
別
に
す
れ
ば
、
権
利
の
行
使
を
許
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
模
造
品
の

占
有
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
物
の
利
益
を
享
受
せ
し
め
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
更
に
は
、
作
成
は
さ
れ
た
が
、

ニニ九

（九
0
1
)

い
ま
だ
発
行
さ

か
つ
、



に
、
価
値
あ
る
目
的
物

(
W
e
r
t
o
b
j
e
k
t
)

と
し
て
問
題
に
な
る
場
合
に
は
、

J

の
説
が
、

変
更
を
蒙
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
当
然
で
あ

(
A
u
f
f
a
s
s
u
n
g
 v
o
n
 d
e
r
 
W
e
r
t
l
o
s
i
g
k
e
i
t
 
d
e
s
 Papierstoffes)

に
基
づ
い
て
い
る
。

従
っ
て
、
権
利
に
関
す
る
証
券
が
、
例
外
的

的
証
券
自
体
が
価
値
を
有
す
る
場
合
（
妥
当
範
囲
の
制
限
一
）

所
有
権
説
は
、

素
材
た
る
証
券
は
無
価
値
で
あ
る
と
の
理
解

3
5
3
)
 

あ
り
(
§
7
7
4
 B
G
B
)
、
し
か
し
て
、
そ
の
場
合
に
は
、
手
形
書
面

(
W
e
c
h
s
e
l
b
r
i
e
f
)

の
所
有
者
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

itsrnittel) 
~
e
:
mい
Z
9
F
r
年
肥
砒gシ
d
i瓜
率
未
ナ
ン
Z
3
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
所
有
権
説
を
「
確
固
と
し
て
」
貫
徹
す
る
者
は
、
こ
の
手
段
自
体

が
、
固
有
の
説
明
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、

(s. 3
5
2
)
 

よ
り
深
遠
な
問
題
の
解
決
に
は
充
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
看
落
し
て
い
る
の

所
有
権
説
が
行
な
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
権
利
取
得
に
つ
い
て
の
一
般
規
定
が
妥
当
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、

一
般
規
定
と
並
ん

で
、
再
び
、
§
9
5
2
 B
G
B
が
、
現
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
手
形
を
支
払
う
保
証
人
は
、
手
形
に
基
づ
く
権
利
を
獲
得
す
る
の
で

(
S
.
3
5
2
-
S
.
 

で
あ
る
。

（
前
出
⇔
）

所
有
権
説
を
完
全
に
捨
て
去
る
者
は
、

た
い
て
い
は
適
当
な
、
便
利
な
道
具

⑲ 

第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

れ
て
い
な
い
無
記
名
証
券

(
d
a
s
n
u
r
 a
u
s
g
e
s
t
e
l
l
t
e
こ
1
o
c
h
n
i
c
h
t
 
b
e
g
e
b
e
n
e
 I
n
h
a
b
e
r
p
a
p
i
e
r
)
 

得
時
効
、
発
見
、

関
法

(
S
.
 
3
5
1
-
S
.
 
3
5
2
)
 

所
有
権
説
の
有
用
性
と
限
界
ー
|
占
女
当
範
囲
制
限
の
必
要

(
S
.
 
3
5
0
-
S
.
 
3
5
1
)
.
t
;
j

ぉ
‘
坦
g

団
i

芋
咄
券
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
と

二
三
〇

（九
0
二）

に
基
づ
く
権
利
を
、

先
占
、
取

ま
た
は
混
和
に
よ
っ
て
成
立
さ
せ
る
こ
と
も
、
既
存
の
権
利
の
取
得
を
、
占
有
行
使

(
B
e
s
i
t
z
a
u
s
i
i
b
u
n
g
)

の
結
果
と

し
て
与
え
る
と
い
う
こ
れ
ら
の
制
度
の
趣
旨
に
矛
盾
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
5
)
 

概
ね
同
じ
こ
と
が
妥
当
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
所
有
権
説
は
、
実
に
色
々
な
現
象
と
の
関
係
で
、
た

(
A
r
b
e
,
 

い
て
い
の
場
合
に
と
っ
て
充
分
な
、
統
一
的
な
構
成
手
段
と
し
て
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
法
律
自
体
、
そ
の
よ
う
な
手
段
の
存

在
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



こ
の
場
合
に
は

し＼）

有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

§
 9
5
2
 
B
G
B

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

る
。
無
記
名
証
券
ま
た
は
指
図
証
券
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
物
権
的
法
律
行
為
が
、
権
利
の
変
更
を
も
た
ら
す
の
は
、
外
で
は
な
い
の
で

あ
っ
て
、
証
券
が
無
価
値
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
は
、
何
よ
り
も
先
ず
権
利
を
考
え
て
い
る
と
す
る
考
え
に
、
法
律
が
基
づ
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
証
券
の
表
象
す
る
権
利
の
変
更
を
証
券
に
対
す
る
権
利
の
変
更
に
結
び
つ
け
て
い
る
法
規
定
も
ま
た
、
素
材

た
る
証
券
が
原
則
と
し
て
無
価
値
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

対
す
る
権
利
と
証
券
に
基
づ
く
権
利
と
は
、
権
利
の
成
立
に
際
し
て
も
、
そ
の
譲
渡
に
際
し
て
も
、

(
6
)
 

え
な
い
の
で
あ
る
。

(
S
.

3
5
3
-
S
.
 
3
5
4
)
 

更
に
、
所
有
権
説
は
、
非
設
権
有
価
証
券
に
甚
づ
く
権
利
の
成
立
に

関
し
て
は
妥
当
し
な
い
。
非
設
権
有
価
証
券
が
、
す
で
に
債
務
の
成
立
前
に
作
成
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
先
ず
債
務
者
に
属
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
株
式
の
場
合
の
よ
う
に
証
券
に
表
象
さ
れ
る
権
利
が
、
す
で
に
、
有
価
証
券
と
し
て
の
証
券
の
発
行
前
に

証
券
ど
は
独
立
に
存
在
し
て
い
た
場
合
に
は
、
証
券
に
表
象
さ
れ
て
い
る
権
利
に
対
す
る
権
利
は
、
遅
く
と
も
そ
の
証
券
が
有
価
証
券
と

な
る
や
否
や
、
§
9
5
2
 
B
G
B

に
よ
っ
て
、
物
権
と
し
て
、

う
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
取
引
は
、
後
ほ
ど
、

書
換
、
交
換
等
の
場
合
（
妥
当
範
囲
の
制
限
三
）

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
S
.

3
5
4
-
S
.
 
3
5
5
)
 

ろ
に
よ
れ
ば
、
権
利
は
証
券
な
く
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、

（七）

〔
従
っ
て
、
〕
素
材
が
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
証
券
に

そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
道
を
歩
ま
ざ
る
を

そ
の
証
券
に
及
ぶ
。
け
だ
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
法
律
の
認
め
て
い
る
と
こ

非
設
権
証
券
の
成
立
の
場
合
（
妥
当
範
囲
の
制
限
一
一
）

し
か
も
、

そ
の
権
利
の
取
引

(
G
e
s
c
h
a
f
t
e
)

も
ま
た
証
券
な
し
で
行
な

そ
の
権
利
に
関
す
る
有
価
証
券
が
効
力
を
生
じ
て
も
効
力
を
保
持
す
る
の

旧
証
券
に
代
え
て
新
た
な
有
価
証
券
が
発
行
さ
れ
る
場
合
に
も
、
権
利
は
、

新
証
券
よ
り
も
先
に
存
在
し
て
い
る
。
旧
証
券
の
消
滅
後
に
し
て
新
証
券
の
発
行
前
に
生
じ
う
る
権
利
の
変
更
な
ど
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

(
S
.
 
3
5
5
-
S
.
 
3
5
6
)
 

三
（九
0
三）



つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

⇔
 

交
換

(
U
m
t
a
u
s
c
h
)
は
、
単
に
資
格
手
段
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
交
換
自
体
は
、
証
券
に
表
象
さ
れ
て
い
る
権
利
に
は
影
響
を
与
え

(
s
.
 
3
5
6
)
 

更
に
は
、
権
利
が
、
多
数
の
複
本
に
表
象
さ
れ
て
い
た
り
、

し
騰
本
に
よ
っ
て
証
券
に
基
づ
く
権
利
が
譲
渡
さ
れ
う
る
場
合
に
も
、
所
有
権
説
は
、
役
に
立
た
な
い
。

所
有
権
説
は
妥
当
し
な
い
。

(
7
)
 

特
別
な
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、

す
る
権
利
と
証
券
に
基
づ
く
権
利
と
は
、
証
券
の
権
利
に
と
っ
て
の
重
要
性
の
ゆ
え
に
、

に
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

む
し
ろ
、
§
9
5
2
 B
G
B

が
適
用
さ
れ
、
債
務
者
は
、
権
利
の
消
減
と
共
に
所
有
者
に
な
る
と
し

(
S
.
 
3
5
6
-
S
.
 
3
5
7
)
 

に
分
か
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
か
ら
出
て
い
る
。
権
利
者
は
、
有
価
証
券
の
占
有
な
く
し
て
は
、
証
券
の
表
象
す
る
権
利
を
一
般

し
か
し
、
無
価
値
な
証
券
は
、
素
材
た
る
証
券
に
対
す
る
独
立
の
権
利
を
認
め
る
に
は
値
し
な
い
も

(
s
.
 
3
5
7
|
s
.
 
3
5
8
)
 

の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
、
実
務
が
、

(
8
)
 

の
は
正
当
で
あ
る
。

所
有
権
説
の
妥
当
範
囲
（
ま
と
め
）

伺
証
券
自
体
に
対
す
る
独
立
の
権
利
の
否
定
（
妥
当
範
囲
の
制
限
五
）

た
方
が
簡
潔
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

る
場
合
に
は
、

（川

無
効
宜
言
後
G

妥
当
範
囲
の
制
限
四
）

な
い
。

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

所
有
権
説
は
、
§
9
5
2

の
規
定
と
同
じ
く
、
証
券
に
対

>
（九
0
四）

ま
た
は
、
原
本
と
並
ん
で
、
騰
本
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
各
複
本
な
い

(
s
.
 
3
5
6
)
 

証
券
が
、
例
え
ば
、
無
効
言
宜
に
よ
っ
て
、
も
は
や
有
価
証
券
で
は
な
く
な
っ
て
い

有
価
証
券
が
支
払
に
よ
っ
て
消
減
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
§
7
9
7
 S
.
 
2
 
B
G
B
 

そ
し
て
、
証
券
の
無
価
値
性
の
ゆ
え
に
、
区
々

正
当
に
も
、
有
価
証
券
は
、
独
立
の
物
権
の
対
象
た
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る

そ
れ
ゆ
え
、
有
価
証
券
に
対
す
る
権
利
と
、
有
価
証
券
に
基
づ
く
権
利
（
の
関
係
）
に

記
名
証
券
と
単
純
指
図
証
券
に
関
し
て
は
、
§
9
5
2

が
妥
当
す
る
。
無
記
名
証
券
と
証
券
的
指
図
証
券
に
関
し
て
は
、
証
券
の
所
有
者

と
い
う



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

は
、
証
券
に
基
づ
く
権
利
者
に
も
な
る
と
の
規
定

(
R
e
g
e
l
)

が
妥
当
す
る
。
成
立

(
B
e
g
r
i
i
n
d
u
n
g
d
e
r
 
R
e
c
h
t
e
)
 

成
立
と
証
券
の
譲
渡

(
O
b
e
r
e
i
g
n
u
n
g
)
が
必
要
で
あ
り
、
譲
渡

(
V
e
r
a
u
B
e
r
u
n
g
)

B
e
r
u
n
g
s
g
e
s
c
h
i
i
.
f
t
)
 
(
普
通
は
、
特
に
明
示
さ
れ
な
い
）

に
は
、
権
利
に
つ
い
て
の
譲
渡
行
為

(Verliu,

と
証
券
の
譲
渡
が
必
要
で
あ
る
。
物
の
譲
渡
者
の
権
利
外
観
に
つ
い
て
の
規

定
も
証
券
占
有
者
に
適
用
さ
れ
る
。
例
外
的
に
証
券
の
譲
渡

(
O
b
e
r
e
i
g
n
u
n
g
)

で
は
な
く
て
、
引
渡

(
O
b
e
r
g
a
b
e
)

な
い
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
§
9
5
2

に
基
づ
い
て
所
有
権
取
得
が
生
ず
る
。
し
か
し
、

て
は
、
物
権
法
規
定
が
妥
当
す
る
。
証
券
が
独
立
の
素
材
価
値
を
有
す
る
場
合
に
は
、
証
券
に
対
す
る
権
利
と
証
券
に
基
づ
く
権
利
は
、

二
つ
に
分
か
れ
る
。
ま
た
、
証
券
が
、
素
材
価
値
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
証
券
に
基
づ
く
権
利
者
か
ら
証
券
の
占
有
を
奪
う
こ
と

に
な
る
す
べ
て
の
（
法
律
）
行
為
は
、
効
力
を
有
し
な
い
。
指
図
証
券
に
基
づ
く
権
利
は
、
証
券
の
先
占
、
発
見
及
び
混
和
に
よ
っ
て
取

得
で
き
、

ま
た
所
有
権
放
棄
に
よ
っ
て
失
う
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
も
所
有
権
説
は
、
現
わ
れ
て
い
る
。
所
有
権
説
の
妥
当
し

(s. 3
5
8
)
 

(
1
)

こ
の
項
は
、

Jacobi;
Die・ 

W
 
ertpapiere (
1
9
1
7
)

の
§
3
2

「
物
と
し
て
の
有
価
証
券
、
総
論
」
の
う
ち
、
そ
の
後
半
の
紹
介
で
あ
る
。

(
2
)

烏
賀
陽
然
良
「
有
価
証
券
の
親
念
に
就
て
」
台
北
帝
国
大
学
政
学
研
究
年
報
六
輯
八
五
頁
、
一

0
七
頁
も
同
旨
で
あ
る
。

(
3
)

「
（
す
な
わ
ち
、
）
誤
っ
て
、
無
記
名
債
務
証
書
で
、
（
煙
草
を
）
一
服
つ
け
て
、
残
り
を
棄
て
た
者
も
、
（
依
然
）
債
権
者
な
の
で
あ
り
、
一

束
の
紙
屑
を
手
に
入
れ
た
者
は
、
そ
の
中
に
隅
々
無
記
名
債
務
証
書
が
あ
っ
た
と
し
て
も
債
権
者
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

(s.
3
4
8
)

な
お
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
長
谷
川
雄
一
「
手
形
法
理
の
基
本
問
題
」
（
成
文
堂
昭
和
五
一
年
）
ニ
ニ
頁
註
八
は
、
こ
の
場
合
に
は
、
「
素
材
の
所

有
権
」
は
、
と
も
か
く
、
そ
も
そ
も
、
「
手
形
所
有
権
」
の
取
得
が
、
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
。

(
4
)

「
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
何
ら
害
を
与
え
な
い
。
け
だ
し
、
所
有
権
説
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
前
提
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
妥
当
す
る

の
で
あ
り
、
ま
た
、
決
し
て
現
わ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
法
（
所
有
権
説
）
が
規
定
し
て
い
な
い
場
合
は
別
の
方
法
で
容
易
に
解
決
で
き
る
の
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
」

(s.
3
4
9
)
 

な
い
場
合
は
、
実
際
に
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
o,

口
（九
0
五）

J

の
場
合
に
も
や
は
り
、
権
利
者
の
資
格
に
関
し

に
な
る
に
す
ぎ

に
は
、
権
利
の



に
お
い
て
、

理
解
す
る
こ
と
を
当
面
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
所
論
の
是
非
、
所
論
が
、
わ
が
有
価
証
券
法
学
に
対
し
て

(
1
)
 

有
し
う
る
意
義
、
更
に
は
、
（
英
）
米
法
と
の
比
較
な
ど
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
、

一
、
先
ず
、

J
a
c
o
b
i

が
、
有
価
証
券
を
定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
、

(
2
)
 

ル
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
是
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、

J
a
c
o
b
i

は
、
一
方
で
は
、
こ
の
方
法
の
正
当
性
を
強
調
す
る
（
本

稿
二
、
一
、
斜
）
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
こ
れ
は
、

い
わ
ば
、
や
む
を
得
ざ
る
方
法
で
あ
る
と
す
る
か
の
ご
と
き
叙
述
も
見
ら
れ
（
二
、

作
業
を
通
じ
て
筆
者
の
感
じ
た
と
こ
ろ
を
附
言
す
る
に
止
ま
る
。

本
稿
は
、

J
a
c
o
b
i

の
有
価
証
券
概
念
と
所
有
権
説
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
並
び
に
両
者
の
関
係
如
何
と
い
う
視
点
か
ら
、

四

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

各
法
規
定
の
「
有
価
証
券
」

と
い
う
こ
と
ば
に
共
通
の
メ
ル
ク
マ
ー

二
三
四

以
下
に
お
い
て
は
、

そ
の
分
離
可
能
性

(
A
u
s
s
o
n
d
e
r
u
n
g
s
m
o
g
l
i
c
h
k
e
i
t)

の

(
5
)

但
し
、
「
混
和
に
よ
る
取
得
は
、
白
地
裏
潜
の
あ
る
指
図
証
券
の
場
合
を
除
き
、

ゆ
え
に
、
指
図
証
券
に
関
し
て
は
、
問
題
に
な
ら
な
い
。
」

(s.
3
5
2
)
 

な
お
、
混
和
に
つ
い
て
、
本
間
、
前
出
二
、
二
、
註
六
、
一
―
九
頁
以
下
参
照
。
更
に
先
占
等
に
つ
き
、
同
、
一
―
七
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、

拾
得
に
つ
き
、
服
部
栄
三
「
有
価
証
券
に
関
す
る
所
有
権
理
論
に
つ
い
て
」
手
形
研
究
二
五
号
六
頁
、
九
頁
以
下
参
照
。

(
6
)

素
材
た
る
証
券

(
P
a
p
i
e
r
s
t
o
f
f
)

に
加
工

(
S
p
e
z
i
f
i
k
a
t
i
o
n
)

の
加
わ
え
ら
れ
た
場
合

(s.
3
5
3
£
.
)

、
盗
ん
だ
そ
れ
自
体
価
値
の
あ
る
紙
片
で

無
記
名
債
務
証
書
を
作
成
交
付
し
た
場
合

(S.
3
5
4
 
F
N
.
 5
3
)

な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

J
a
c
o
b
i

は
、
こ
れ
ら
の
場
合
、
証
券
の
表
象
す
る

権
利
の
権
利
者
は
、
証
券
の
所
有
者
で
は
な
い
が
、
権
利
行
使
の
た
め
に
、
証
券
を
引
き
渡
す
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

(
7
)
§
 
7
9
7
 S
.
 2
 
B
G
B
は
、
翠
§
9
2
9
,
 
9
3
2

と
の
関
係
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

(
V
g
l
.
S
.
 3
5
7
)
 

(
8
)

従
っ
て
、
手
形
上
の
権
利
を
留
保
し
て
す
る
手
形
書
面
の
所
有
権
の
譲
渡
、
単
な
る
証
書
紙
片
だ
け
に
対
す
る
留
置
権
な
ど
は
認
め
ら
れ
な
い
、

と
す
る
。

(s.
3
5
8
)
 

(
9
)

前
出
本
稿
三
、
二
、
⇔
参
照
。

（九
0
六）

そ
の

そ
の
大
略



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

(

3

)

 

し
か
し
、

J
a
c
o
b
i

の
定
義
方
法
は
、
単
に
「
法
文
中
の
有
価
証
券
の
概
念
に
共
通
点
を
帰
納
せ
ん
と
す
る
態
度
」

は
な
い
。

J_acobi
は
、
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
定
義
（
暫
定
的
定
義
）

と
す
る
の
で
あ
る
（
二
、
二
、

0
⇔
回
）
。
も
っ
と
も
、

そ
れ
も
、
法
律
を
介
し
て
の
認
識
に
限
ら
れ
て
お
り
、
有
価
証
券
の
定
義
に
あ

(
2
)
 

た
っ
て
要
求
さ
れ
る
有
価
証
券
制
度
の
経
験
科
学
的
認
識
の
考
慮
と
し
て
充
分
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
た
、
別
の
話
で
あ
る
。

次
に
、

J
a
c
o
b
i

の
有
価
証
券
の
定
義
の
い
わ
ば
内
包
に
つ
い
て
は
、

て
い
る
こ
と
を
暫
く
別
に
す
れ
ば
、

J
a
c
o
b
i

の
定
義
が
、

そ
の
占
有
が
、
権
利
の
行
使
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
」

(
4
)
 

で
あ
る
と
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
一
、
⑯
）
。
有
価
証
券
の
特
徴
は
こ
の
よ
う
に
権
利
の
行
使
に
み
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ

(
5
)

（

6
)
 

と
も
譲
渡
・
流
通
に
み
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
両
者
の
結
合
に
み
る
べ
き
も
の
な
の
か
。
こ
れ
は
、
有
価
証
券
の
定
義
に
あ
た
っ

(
7
)
 

て
は
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

J
a
c
o
b
i

の
行
使
を
強
調
す
る
定
義
に
は
、

こ
の
批
判
は
、

（二、

「
有
価
証
券
と
は
、

一
応
そ
の
限
り
で
は
当
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。

一
、
同
）
、
し
か
も
、

そ
の
正
当
性
の
主
張
の
根
拠
は
、

二
三
五

各
法
規
定
に
現
わ

（九
0
七）

有
価
証
券
の
機
能
を
権
利
外
観
な
い
し
資
格
手
段
た
る
点
に
見

の
根
拠
を
、
有
価
証
券
の
果
た
し
て
い
る
法
的
機
能
に
求
め
よ
う

主
と
し
て
、
法
律
の
文
言
に
お
け
る
在
来
の
用
法
を
尊
重
し
た
と
い
う
こ
と
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
定
義
の
根
拠
な
い
し
、
有
価
証
券
と
い
う
こ
と
ば
で
呼
ば
れ
て
い
る
対
象
の
経
験
科
学
的
認
識
の
考
慮
の
問
題

は
、
わ
ず
か
に
、
法
律
を
介
し
て
、
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
（
二
、
一
、
的
）
。
も
っ
と
も
、

J
a
c
o
b
i

は、

法
律
の
文
言
に
お
け
る
「
有
価
証
券
」
の
共
通
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
た
る
「
行
使
に
お
け
る
占
有
の
必
要
」
は
、
各
法
規
定
が
同
じ
経
済
的

目
的
を
追
求
し
て
い
る
と
考
え
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
と
い
う
（
二
、

科
学
的
認
識
な
い
し
有
価
証
券
制
度
の
内
在
的
目
的
を
す
で
に
織
り
込
み
ず
み
で
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

ま
さ
し
く
、

↓

(
3
)
 

こ
の
点
が
問
題
な
の
で
あ
．
っ
て
、
そ
の
点
に
疑
問
を
も
つ
論
者
は
、
勢
い

J
a
c
o
b
i

の
定
義
方
法
に
強
い
批
判
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。

に
尽
き
る
も
の
で

一
、
因
）
。

つ
ま
り
、
法
律
は
、
有
価
証
券
に
つ
い
て
の
経
験



斡
）
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く

J
a
c
o
b
i
が、

れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
誤
解
を
恐
れ
ず
、
大
ま
か
に
表
現
す
れ
ば
、
有
価
証
券
概
念
に
お
け
る
資
格
は
、

で
あ
り
、
所
有
権
説
に
お
け
る
資
格
は
、

に
お
く
が
、
同
時
に
他
方
で
は
、
そ
の
根
拠
を
「
有
価
証
券
は
権
利
の
行
使
に
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
求
め
て
い
る
（
三
、

有
価
証
券
の
（
暫
定
的
）
．
定
義
と
し
て
掲
げ
る
と
こ
ろ
を
想
起
せ
し
め
る
。

と
こ
ろ
で
、

J
a
c
o
b
i

の
所
有
権
説
は
、

J

の
よ
う
に
、
そ
の
基
礎
を
、

一
方
で
は
「
第
三
取
得
者
に
対
す
る
関
係
で
の
権
利
外
観
」

「
譲
渡
に
お
け
る
資
格
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

J
a
c
o
b
i
 
に
お
い
て
は
、

そ
の
有
価
証
券
概
念
も
所
有
権
説
も
共
に
「
有
価
証
券
が
資
格
手
段
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
遡
っ
て
説
明
さ

指
図
証
券
の
第
三
取
得
者
に
対
す
る
紐
寂
か
で
の
外
観
」
だ
け
で
あ
る

（二、

あ
る
。

第
二
六
巻
第
四
•
五
·
六
号

れ
た
有
価
証
券
と
い
う
こ
と
ば
に
共
通
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
求
め
る
と
い
う
そ
の
定
義
方
法
が
、
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
に
止
め
て
お
く
（
二
、

二
、
と
ま
れ
、

一
、
斡
伺
参
照
）
。

~
 

ヽ

「
行
使
に
お
け
る
資
格
」

そ
の
よ
う
な
有
価
証
券
の
定
義
を
有
す
る

Jaco_bi

の
有
価
証
券
法
体
系
に
お
い
て
、

る
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
筆
者
の
素
朴
な
疑
問
が
こ
の
点
に
掛
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
、

_Jacobi

に
よ
れ
ば
、
そ
の
有
価
証
券
の
定
義
の
根
拠
は
、
有
価
証
券
が
資
柩
手
段
で
あ
る
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
（
二
、
二
、
斡
⑮
）
。

と
こ
ろ
で
、
有
価
証
券
の
占
有
に
よ
り
生
ず
る
資
格
力
な
い
し
権
利
外
観
の
力
は
、
証
券
に
よ
り
区
々
で
あ
り

る
も
の
で
あ
る
(
l
-
l

、

関
法

二
、
紺
、
三
、

一
、
⑲
、
三
、

（
二
、
二
、
紺
）
、
有
価

証
券
の
定
義
に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
各
種
の
有
価
証
券
に
共
通
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
た
る
、
最
低
要
件
と
も
言
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る

（
二
、
二
、
的
紺
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、

J
a
c
o
b
i

の
所
有
権
説
は
、
こ
れ
も
、
や
は
り
、
証
券
占
有
の
資
格
な
い
し
権
利
外
観
に
関
係
す

一
、
伺
、
三
、
二
、
⇔
）
。
た
だ
、
所
有
権
説
に
お
い
て
問
題
と
な
る
権
利
外
観
は
、
「
無
記
名
証
券
及
び
証
券
的

二
、
⇔
）
。
要
す
る
に
、

換
言
す
る
と
、

い
わ
ゆ
る
所
有
権
説
は
、

二＿―-六

（九
0
八）

い
か
な



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

「
行
使
に
お
け
る
資
格
」
も
ま
た
、
所
有
権
説
を
支
え
て
い
る
と
言
え
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
で
も
、
J
a
c
o
b
i
の
「
有
価
証
券
概
念
」

と
「
所
有
権
説
」
は
、
密
接
な
結
び
つ
き
を
有
す
る
と
一
応
は
、
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
点
の
判
断
は
、

一
般
に
は
、
そ
の
両
者
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
必
然
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る

(
8
)
 

に
止
め
て
お
き
た
い
。

三
、
右
と
の
関
係
で
、
J
a
c
o
b
i

の
所
有
権
説
に
つ
い
て
今
少
し
敷
術
し
て
お
き
た
い
。
何
ゆ
え
に
、
有
価
証
券
の
占
有
者
の
第
三
者

J
a
c
o
b
i
は
、
D
i
e
W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
の
別
の
箇
所
（
本
稿
二
、
二
、
国
に
該
る
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
、
的
）
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

無
記
名
証
券
は
、
有
体
物
(
d
i
e
k6rperliche 
S
a
c
h
e
)
に
関
す
る
規
定
に
従
っ
て
、
取
り
扱
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
物
の
占
有
者
は
、
善
意
の
第
三

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

者
に
対
し
て
、
権
利
の
外
観
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
第
三
者
は
、
無
権
利
者
か
ら
、
所
有
権
(
§

9
3
2
)
、
用
益
権
(
§
.
1
0
3
2
)
、
及
び
担
保
権

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

(§ 

1207 B
G
B
)
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
〔
従
っ
て
、
物
に
関
す
る
右
の
規
定
が
無
記
名
証
券
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〕
し

か
も
、
こ
の
権
利
外
観
は
、
無
記
名
証
券
の
場
合
に
は
更
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
外
の
物
の
場
合
と
は
異
な
り
、
所
有
者
の
失
っ
た
無
記
名
証
券
の
占

有
者
に
つ
い
て
も
、
権
利
外
観
が
認
め
ら
れ
、
誠
実
な
取
得
者
は
、
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
§

935 
II 
B
G
B
)
。（
s.
148) 

ま
た
、
主
張
、
立
証
責
任
を
さ
て
お
け
ば
、
§

793 B
G
B
の
規
定
は
、
証
蓄
の
処
分
権
者
(
V
e
r
f
i
i
g
u
n
g
s
b
e
r
e
c
h
t
i
g
t
e
)
が
、
そ
の
証
書
の
表
象

す
る
権
利
を
取
り
立
て
る
権
利
を
有
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
債
務
者
は
、
所
持
人
に
対
す
る
給
付
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
。
そ
の
結

果
、
無
記
名
債
務
証
害
の
処
分
権
者
は
、
債
権
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
処
分
権
は
、
（
一
般
に
は
）
所
有
権
ま
た
は
、
そ
の
他
の
物
権

（
例
え
ば
質
権
）
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
証
券
に
対
す
る
権
利
と
証
券
に
基
づ
く
権
利
は
、
相
互
補
充
的
平
行
現
象
(
s
i
c
h

ergiinzende P
a
r
a
l
l
e
l
e
r
s
c
h
e
i
n
u
n
g
e
n
)
を
示
し
て
い
る
。
（
そ
の
外
、
§
§

797 S. 
2
 ;
 1081f., 
1293 ;
 935 
II, 
1034, 
1084, 
1207, 
1362, 1646 

に
対
す
る
関
係
で
の
資
格
な
い
し
権
利
外
観
が
（
三
、

二
三
七

（九
0
九）

一
、
同
⑮
）
、
所
有
権
説
の
妥
当
性
へ
と
導
び
く
の
か
(
l
-
l
、

留
保
し
、
単
に
、



所
有
権
説
の
特
徴
が
、
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
勿
論
、
こ
れ
は
、
外
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
手
形
に
基
づ
く
権
利
が
誰
に
属
す
る
か
を
確
定
す
る
た
め
に
、
所

有
権
に
基
づ
く
訴
に
つ
い
て
、
従
っ
て
ま
た
手
形
証
券
に
基
づ
く
所
有
権
自
体
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
更
に
§
1
5
 
II 
E
W
O
は、

誠
実
な
第
三
者
に
対
す
る
返
還
請
求

(der
H
e
r
a
u
s
g
a
b
e
a
n
s
p
r
u
c
h
)
は
許
さ
れ
な
い
と
規
定
す
る
が
、
こ
れ
は
、
誠
実
な
取
得
者
は
手
形
に
基
づ
く

（
債
権
の
）
権
利
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
誠
実
な
取
得
者
は
、
ま
た
、
（
手
形
証
券
の
）
所
有
者
で
も
あ
る
、

け
だ
し
、
誰
か
外
の
者
が
所
有
者
だ
と
し
て
も
、
そ
の
者
は
、
誠
実
な
取
得
者
に
返
還
を
請
求
で
き
ず
、
そ
の
所
有
権
は
意
味
の
な
い
も
の
に
な
る
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

E
W
0
も
、
手
形
に
基
づ
く
権
利
が
存
在
す
る
場
合
に
は
常
に
、
手
形
に
対
す
る
物
権
も
存
在
す
る
と
の
見
解
に
出
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
§
§
1381•1646•1362•1292•1294; 

1
0
8
1
・
1
0
8
4

B
G
B
に
お
い
て
も
、
手
形
債
権
者
は
、
手
形
所
有
者
で
あ
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
無
記
名
証
券
に
お
け
る
（
証
券
と
権
利
の
）
平
行
現
象
の
示
す
と
こ
ろ
と
同
じ
で
あ
る
。

(
S
.

1
5
5
-
S
.
 
1
5
8
)
 

こ
こ
に
、
引
用
し
た
と
こ
ろ
と
、
先
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
（
三
、

こ
れ
を
要
す
る
に
、
無
記
名
証
券
、
証
券
的
指
図
証
券
に
つ
い
て
は
、
そ
の
占
有
者
の
有
す
る
権
利
外
蜆
の
帰
結
と
し
て
、
物
権
法
に

ヽ
ヽ

(
9
)

お
け
る
動
産
の
善
意
取
得
と
ほ
ぼ
同
様
の
法
原
則
が
行
な
わ
れ
て
お
り

善
意
の
取
得
者
は
、
有
価
証
券
の
所
有
権
を
取
得
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
更
に
、
こ
の
場
合
、
そ
の
有
価
証
券
の
所
有
者
は
、

S
.
 
1
 
B
G
B
な
ど
か
ら
も
、
こ
の
権
利
と
証
券
の
平
行
現
象
は
、
窺
え
る
。
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
す
べ
て
の
無
記
名
証
券
に
つ
い
て
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

(
S
.

1
3
8
-
S
.
 
1
4
0
)
 

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

〔
手
形
に
関
す
る
規
定
は
、
他
の
証
券
的
指
図
証
券
に
も
準
用
さ
れ
て
い
る
(
§
§
2
2
2
 
II, 
3
6
5
 H
G
B
)
か
ら
、
次
に
、
手
形
に
つ
い
て
述
べ
る
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
ろ
は
、
他
の
証
券
的
指
図
証
券
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

(s.
1
5
4
)
)
 

、
、
‘
`
‘
、
、
、

所
有
権
に
基
づ
く
訴

(die
E
i
g
e
n
t
u
m
s
k
l
a
g
e
)
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ

〔§
1
5
 
E
W
O
の
規
定
は
、
〕
す
で
に
明
白
か
つ
充
分
に
、

(
V
 gl. 
§§ 
9
2
9
,
 9
3
2
,
 9
3
5
 B
G
B
,
 §
 1
5
 E
W
O
)
、
辟
i

っ
て
、

一
、
斡
⑲
的
及
び
二
、
け
⇔
を
、
併
せ
て
考
え
る
と
、

Jacobi

の

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
か
も
へ
こ
れ
は
、
無
記
名
債
務
証
書
に
つ
い
て
の
規
定
に
由
来
す
る

二
三
八
（
九
一

0
)



五

有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

う
意
味
に
お
い
て
、

「J
a
c
o
b
i

も
ま
た
、

大
体
は
、
所
有
権
説
に
与
し
て
い
る
」

そ
う
い

(15) 

と
言
え
る
の
で
あ
る
。

「
証
券
の
所
有
権
と
表
象
す
る
権
利
」
が
、
必
ず
、

(10) 

同
時
に
、
有
価
証
券
の
表
象
す
る
権
利
の
権
利
者
で
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
限
ら
ず
、

の
所
有
権
と
証
券
の
表
象
す
る
権
利
と
の
平
行
現
象
が
、
見
ら
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
右
の
場
合
に
は
、
稀
な
例
外
を
別
に
す
れ
ば
（
三
、
二
、
⇔
参
照
）
、
有
価
証
券
の
所
有
権
と
証
券
の

表
象
す
る
権
利
と
は
、
必
ず
、
同
一
人
に
帰
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
、
「
権
利
者
が
所
有
者
で
あ
る
」
と
為
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、

、

、

、

、

、

、

、

、

ヽ

．

（

11）

そ
の
限
り
に
お
い
て
は
「
所
有
者
が
権
利
者
で
あ
る
」
と
し
て
も
別
段
不
都
合
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
畢
覚
、

J
a
c
o
b
i
の
所
有
権
説
も
、

そ
の
基
本
的
な
発
想
は
、
こ
れ
に
尽
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
三
、

四、

J
a
c
o
b
i

の
所
有
権
説
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

有
価
証
券
に
お
け
る
権
利
と
証
券
の
結
合
を
見
る
に
あ
た
っ
て
、
本
体
た
る
証
券
の
表
象
す
る
権
利
の
外
に
、
そ
れ
と
並
ん
で
証
券
自

体
の
所
有
権
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
。
こ
れ
が
、
実
は
、

そ
も
そ
も
問
題
で
あ
る
。

J
a
c
o
b
i

は
認
め
た
。
も
っ
と
も
、
＇
単
な
る
債
務
証

(12) 

書
に
す
ら
所
有
権
を
認
め
る
法
制
の
下
で
は

(
Vgl. 
§
 

9
5
2
 B
G
B
)
、
あ
な
が
ち
不
当
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
た
め

に
、
本
来
、
権
利
と
証
券
が
一
体
と
な
っ
て
こ
そ
意
味
の
あ
る
有
価
証
券
に
お
い
て
権
利
と
証
券
の
二
元
的
構
成
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に

(13) 

な
る
。

一
、
囮
⑮
的
、
二
、
日
⇔
参
照
、

権
利
が
本
体
で
あ
っ
て
、
証
券
は
手
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

盆
9
5
2

B
G
B
)

を
、
正
当
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

J
a
c
o
b
i

も
、
有
価
証
券
一
般
に
つ
い
て
は
、

そ
の
場
合
、

な
い
。
た
だ
、
例
外
的
に
、
無
記
名
証
券
、
証
券
的
指
図
証
券
の
譲
渡
の
場
面
で
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

相
伴
う
こ
と
に
着
目
し
て
、
主
と
し
て
、
そ
の
場
合
に
つ
き
（
三
、
二
、
国
以
下
参
照
）
、

詳
細
な
留
保
を
つ
け
て
、

J
a
c
o
b
i

の
所
有
権
説
に
つ
い
て
は
更
に
、
次
の
点
に
言
及
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
二
、
同
⇔
参
照
）
。

「
権
利
者
が
所
有
者
で
あ
る
」
と
す
る
原
則

何
ら
こ
の
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は

所
有
権
説
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

二
三
九

（
九
―
一
）

且
し
、

'ー

一
般
に
こ
れ
ら
の
証
券
に
あ
っ
て
は
証
券



に
固
有
な
問
題
で
は
な
い
と
も
言
え
よ
う
。

そ
の
根
拠
た
る
法
律
の
規
定
に
現

「
理
論

も
っ
と
も
、
法
原
則
と
か
法
理
論
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
は
、

一
般
に
そ
う
し
た
も
の
で
あ
り
、

の
所
有
権
説

で
は
な
く
て
、

先
ず
、

(16) 

そ
れ
は
、
無
記
名
証
券
、
証
券
的
指
図
証
券
の
譲
渡
の
場
面
に
お
い
て
主
と
し
て
問
題
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
証
券

占
有
者
の
権
利
外
観
に
信
頼
し
た
取
得
者
は
、
証
券
の
所
有
権
を
善
意
取
得
し
、
延
い
て
は
、
証
券
の
表
象
す
る
権
利
を
取
得
す
る
と
す

る
の
で
あ
る
。

次
に
、

J
a
c
o
b
i

の
所
有
権
説
は
、
多
く
の
場
合
に
は
（
あ
る
い
は
、
そ
の
予
定
す
る
本
来
の
場
合
に
は
）
、
す
で
に
、
実
定
法
規
か
ら

(17) 

導
び
か
れ
た
結
論
を
、
言
い
直
す
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

J
a
c
o
b
i

に
お
い
て
は
、

も
、
証
券
的
指
図
証
券
（
手
形
）

の
返
還
請
求
も
、
す
で
に
、
所
有
権
説
を
言
う
ま
で
も
な
く
、

物
権
法
的
に
処
理
で
き
る
の
で
あ
り
、

た
だ
、
そ
の
結
果
の
い
わ
ば
、
説
明
と
し
て
、

そ
の
所
有
権
説
と
、

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

こ
れ
は
何
も
、

J
a
c
o
b
i

B
G
B
 

い
わ
ゆ
る
有
価
証
券
の
善
意
取
得

ニ
四

0

（九――-）
の
解
釈
と
し
て
、

(
S
o
l
i
e
n
)
 

や

E
W
O

そ
し
て
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、

(18)

、
、
、
、
、
、

「
証
券
所
有
権
は
、
証
券
の
表
象
す
る
権
利
を
伴
う
」
と
の
所
有
権
説
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
限
り
で
は
、
あ
る
い
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
の
発
端
に
お
い
て
は
、

J
a
c
o
b
i

の
所
有
権
説
な
る
も
の
は
、
当
為
規
範
た
る
べ
き
も
の
に
関
連
す
る
も
の

実
定
法
は
こ
う
な
っ
て
い
る

(
S
e
i
n
)

と
い
う
説
明
原
理
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

「
法
律
の
規
定
を
根
拠
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
理
論
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
る
」
の
も
、

(19) 

的
に
認
め
ら
れ
る
法
原
則
が
法
律
の
規
定
に
現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
」
の
も
、
結
局
は
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
た
だ
、

こ
こ
で
、
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

J
a
c
o
b
i

に
お
い
て
は
、

(20) 

わ
れ
た
と
こ
ろ
と
が
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

J
a
c
o
b
i

の
所
説
を
法
制
を
必
ず
し
も
同
じ
く
し
な
い
わ
が
国
の
有
価

(21) 

証
券
法
学
の
参
考
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
何
ら
か
の
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



有
価
証
券
法
に
お
け
る
所
有
権
説
に
つ
い
て

ニ
四

(
1
)

法
系
法
系
を
異
に
す
る
（
英
）
米
法
と
の
比
較
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
関
係
で
興
味
深
い
の
は
、

Jiihnchen-John,
D
a
s
 W
e
-

chsel-und 
S
c
h
e
c
k
r
e
c
h
t
 d
e
r
 Verein,igten 
S
t
a
a
t
e
n
 v
o
n
 A
m
e
r
i
c
a
 (
1
9
7
6
)
 
S. 
2
7
£
.
 
!fu'
ア
メ
リ
カ
辻
i

に
お
い
て
は
、
古
四
辛
木
宰
咄
券
が
、

有
体
物
で
あ
る
こ
と
は
一
応
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
ド
イ
ッ
法
に
比
す
べ
き
有
価
証
券
概
念
は
欠
け
て
お
り
、
そ
の
権
利
の
行
使
に
は

必
ず
し
も
、
証
券
の
所
持
は
、
必
要
で
な
い
、
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

(Jiihnchen-John

は
、
恐
ら
く
ド
イ
ツ
人
の
手
に
な
る
最
初
の
ア
メ
リ
カ
手
形
法
の
全
体
に
わ
た
る
概
説
書
で
あ
る
。
稿
を
改
め
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
）

(
2
)

「
有
価
証
券
」
の
定
義
方
法
に
つ
い
て
は
、
本
間
、
前
出
本
稿
一
、
註
三
、
八
九
頁
以
下
に
詳
し
い
。
な
お
、
学
術
用
語
の
定
義
一
般
に
つ
き
、

碧
海
純
一
「
新
版
法
哲
学
概
論
全
訂
第
一
版
」
（
弘
文
堂
昭
和
四
八
年
）
四
一
＝
頁
以
下
、
四
八
頁
以
下
参
照
。

(
3
)

本
間
、
前
出
本
稿
一
、
註
一
―
-
、
九

0
頁
参
照
。

(
4
)
岩
本
、
前
掲
書
三
頁
も
同
趣
旨
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
岩
本
、
前
掲
書
四
頁
参
照
。

(
5
)
大
隅
、
前
掲
書
一
八
頁
、
大
隅
健
一
郎
「
商
行
為
法
」
（
青
林
書
院
新
社
昭
和
三
三
年
）
五
九
頁
以
下
、
本
間
、
前
出
本
稿
一
、
註
三
、
一
〇

二
頁
以
下
、
本
間
、
前
出
本
稿
二
、
二
、
註
六
、
及
び
八
九
頁
以
下
、
石
井
、
前
出
本
稿

l‘

註
三

‘
1
0
一
頁
以
下
参
照
。

V
gl. 
U
l
m
e
r
,
 a. 

a. 
0. S
.
 2
0
£
.
 

(
6
)
鈴
木
、
前
掲
書
二
七
頁
、
鈴
木
竹
雄
、
前
出
本
稿
一
、
註
二
、
一
六
五
頁
参
照
。

(
7
)

西
原
、
前
出
本
稿
一
、
註
三
参
照
。

(
8
)

例
え
ば
、
あ
る
論
者
は
、
有
価
証
券
の
機
能
を
権
利
の
流
通
性
を
高
め
る
点
に
見
な
が
ら
も
、
「
論
理
的
」
に
は
、
有
価
証
券
は
、
権
利
の

「
行
使
」
に
証
券
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
が
、
し
か
し
、
所
有
権
説
は
強
く
否
定
し
て
い
る
（
鈴
木
、
前
掲
書
八
頁
、
二
七
頁
、
八

頁
註
七
）
。
ま
た

Jacobi
自
身
も
記
名
証
券
に
は
、
所
有
権
説
の
適
用
を
考
え
て
い
な
い
（
二
、
一
、
国
、
三
、
二
、

0
)。
な
お
、
小
橋
、
前

掲
書
二

0
九
頁
参
照
。

(
9
)

本
稿
三
、
二
、
け
⇔
参
照
。
な
お
、
物
権
法
の
原
則
の
証
券
の
表
象
す
る
権
利
へ
の
適
用
を
認
め
る
見
解
を
所
有
権
説
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

V
g
l
.
 Jacobi, 
G
r
u
n
d
r
i
B
 d
e
s
 
R
e
c
h
t
s
 d
e
r
 W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
 i
m
 a
l
l
g
e
m
e
甘
e
n
(
1
9
2
1
)
 
S. 6
0
.
 

(10)

す
で
に
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
、

Jacobi
は
所
有
権
説
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

(Vgl.
S. 
1
4
0
 
F
N
.
 1
3
a
,
 
S. 
1
5
5
)

し
か
し
、

そ
れ
は
、
§
9
5
2
 
B
G
B
の
場
合
と
ど
う
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
1
1
)
そ
れ
が
、
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
勿
論
、
別
の
問
題
で
あ
る
。
後
註
一
七
参
照
。
小
橋
、
前
掲
書
ニ
ニ
五
頁
参
照
。

（
九
一
三
）



関
法
第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

ニ
四
二

（
九
一
四
）

(12)

し
か
も
制
定
法
も

E
i
g
e
n
t
u
m
,
E
i
g
e
n
t
i
i
m●
r
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
た
。

(Vgl.
S. 
1
5
4
)

小
橋
、
前
掲
書
ニ
ニ

0
頁
参
照
。
更
に
動
産

の
譲
渡
に
つ
い
て
の
§
9
2
9
 
B
G
B
及
び
、
小
橋
、
前
掲
書
ニ
ニ
ニ
頁
参
照
。
．

(13)

い
わ
ゆ
る
「
所
有
権
説
」
も
、
す
べ
て
二
元
的
構
成
を
と
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
服
部
栄
三
「
有
価
証
券
に
関
す
る
所
有
権
理
論
に
つ

い
て
」
手
形
研
究
二
五
号
六
頁
、
八
頁
以
下
参
照
。
そ
こ
で
は
、
「
権
利
と
証
券
と
が
不
可
分
に
結
合
さ
れ
た
有
価
証
券
そ
の
も
の
」
が
、
一
っ

の
動
産
と
し
て
、
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
高
窪
利
一
「
有
価
証
券
の
善
意
取
得
と
抗
弁
の
制
限
ー
い
わ
ゆ
る
所
有
権
説
の
立
場
か
ら
ー
」
法

律
の
ひ
ろ
ば
一
四
巻
七
号
一
五
頁
、
一
六
頁
参
照
。

(14)
本
間
、
前
出
本
稿
二
、
二
、
註
六
、
一
―
六
頁
以
下
も
同
旨
と
考
え
ら
れ
る
。

(
1
5
)
U
l
m
e
r
,
 a. 
a. 
0. S. 7
3
.
 

(

1

6

)

本

稿

四

、

二

、

参

照

。

ま

た

、

前

註

八

参

照

。

・

(17)

し
か
も
、
そ
の
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
る
場
合
に
は
疑
問
が
残
り
（
三
、
二
、
祠
、
及
び
特
に
、
成
立
に
つ
い
て
小
橋
、
前
掲
書
ニ
―
二
頁
参
照
）
、

適
用
さ
れ
な
い
例
外
が
、
論
理
の
問
題
と
し
て
は
、
極
め
て
多
い
。
し
か
も
、
実
質
的
に
も
、

Jacobi
の
所
説
は
、
「
譲
渡
の
場
面
に
お
い
て
動

産
所
有
権
と
同
じ
よ
う
な
取
扱
を
う
け
る
手
形
上
の
権
利
が
、
手
形
証
券
と
い
う
有
体
的
表
現
を
備
え
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
手
形
所
有
権
と
称

し
、
手
形
上
の
権
利
の
帰
属
者
を
手
形
所
有
権
者
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
小
橋
、
前
掲
書
ニ
―
九
頁
）
と
す
る
手
形
所
有

権
否
定
論
者
の
所
説
と
そ
の
実
質
に
お
い
て
、
余
り
違
わ
な
い
の
で
は
、
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
、
払
拭
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

(18)

な
お
、
こ
の
こ
と
は
、

Jacobi,
G
r
u
n
d
r
i
B
 d
e
s
 R
e
c
h
t
s
 d
e
r
 W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
 i
m
 a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
 (
1
9
2
1
)
 
S, 6
2
£
.

に
お
い
て
は
、
一
層

明
瞭
で
あ
る
と
い
え
る
。

(
1
9
)
J
a
c
o
b
i
自
身
も
、
本
文
で
紹
介
し
た
よ
う
な
論
理
の
進
め
方
を
し
な
が
ら
、
他
方
、
盛
ん
に
、
所
有
権
説
は
、
法
律
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

る
と
い
う
（
本
稿
三
、
二
、
⇔
国
参
照
）
。
な
お
、
鈴
木
、
前
掲
書
四
八
頁
註
一
四
参
照
。

(20)

前
註
一
七
参
照
、
ま
た
特
に
へ

Jacobi,
G
r
u
n
d
r
i
B
 d
e
s
 R
e
c
h
t
s
 d
e
r
 W
e
r
t
p
a
p
i
e
r
e
 i
m
 a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
 (
1
9
2
1
)
 
S. 6
3

の
叙
述
参
照
。

(
2
1
)
な
お
、
手
形
法
小
切
手
法
に
関
す
る

Jacobi,
W
e
c
h
s
e
l
-
u
n
d
 S
c
h
e
c
k
r
e
c
h
t
 (
1
9
5
6
)
 
S. 3
4
f
f
.

に
つ
い
て
の
検
討
は
、
別
の
機
会
に
譲
る

が
、
概
ね
、
こ
こ
で
見
た
と
こ
ろ
と
同
じ
考
え
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。




